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外
国
人
女
性
に
対
す
る
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
バ
イ
オ
レ
ン
ス

― 

被
害
者
の
法
的
保
護
と
支
援
体
制
の
拡
充
に
向
け
て 

―

福　
　

嶋　
　

由
里
子

は
じ
め
に

二
〇
〇
一
年
に
施
行
さ
れ
た
「
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
お
よ
び
被
害
者
の
保
護
に
関
す
る
法
律
」（
以
下
、「
Ｄ
Ｖ
防
止
法
」
と
す
る
。）
は
、
二
〇
〇
四
年
お
よ
び

二
〇
〇
七
年
に
改
正
さ
れ
、
保
護
命
令
制
度
の
拡
充
や
被
害
者
支
援
体
制
の
改
善
が
図
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
外
国
人
被
害
者
に
つ
い
て
は
、
改
正
時
に
お
い
て
、
人

権
を
尊
重
し
て
適
切
に
対
応
す
る
こ
と
や
、
人
道
上
適
切
な
対
応
を
す
る
こ
と
が
職
務
関
係
者
に
要
請
さ
れ
る
に
と
ど
ま
り
、
法
施
行
後
一
〇
年
経
っ
た
現
在
に
お
い
て

も
包
括
的
な
支
援
策
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。

ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
バ
イ
オ
レ
ン
ス
の
被
害
者
保
護
施
策
は
、
二
〇
〇
一
年
に
「
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
お
よ
び
被
害
者
の
保
護
に
関
す
る
法
律
」
が
施
行
さ
れ
て
以

降
、
二
度
の
改
正
を
重
ね
る
こ
と
に
よ
り
整
備
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
在
留
資
格
や
言
語
の
問
題
に
よ
り
、
救
済
を
求
め
る
こ
と
が
困
難
な
外
国
人
の
被
害
者
に
つ
い
て
は
、

法
施
行
後
一
〇
年
経
っ
た
現
在
に
お
い
て
も
包
括
的
な
支
援
策
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
外
国
人
Ｄ
Ｖ
被
害
者
に
関
す
る
日
本
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
国
連
女
性
差

別
撤
廃
委
員
会
を
は
じ
め
、
国
際
的
な
人
権
機
関
か
ら
改
善
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
一
方
、
諸
外
国
で
は
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
、
外
国
人
Ｄ
Ｖ
被
害
者
に
対

す
る
法
的
保
護
施
策
が
徐
々
に
発
展
し
て
き
た
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
日
本
の
動
き
を
ま
と
め
る
と
と
も
に
、
先
行
事
例
と
し
て
、
主
に
米
国
で
の
外
国
人
Ｄ

Ｖ
被
害
者
に
対
す
る
保
護
政
策
を
取
り
上
げ
、
そ
の
制
度
の
変
遷
を
概
観
し
、
今
後
の
課
題
や
改
善
点
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

論
文
要
旨
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ま
た
、
二
〇
〇
九
年
に
公
布
さ
れ
た
「
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
及
び
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す

る
特
例
法
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
」（
以
下
、「
改
正
入
管
法
」
と
す
る
。）
に
よ
る
と
、
加
害
者
の
も
と
を
離
れ
、
母
子
生
活
支
援
施
設
や
民
間
の
シ
ェ
ル
タ
ー
等

で
長
期
間
生
活
を
し
て
い
る
日
本
人
の
配
偶
者
等
は
、
在
留
資
格
取
消
し
の
対
象
と
み
な
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
、
支
援
機
関
へ
の
相
談
や
シ
ェ
ル
タ
ー
へ
の
入
所

等
を
た
め
ら
う
外
国
人
被
害
者
が
増
加
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
懸
念
が
広
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
外
国
人
Ｄ
Ｖ
被
害
者
に
関
す
る
日
本
の
状
況
に
つ
い
て
は
、

国
連
女
性
差
別
撤
廃
委
員
会
を
は
じ
め
、
国
際
的
な
人
権
機
関
か
ら
改
善
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

一
方
、
諸
外
国
で
は
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
、
外
国
人
Ｄ
Ｖ
被
害
者
に
対
す
る
法
的
保
護
施
策
が
徐
々
に
整
備
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
の
性
質
は
、
国
に
よ
り
特

徴
的
な
違
い
が
あ
る
。
米
国
で
は
、
加
害
者
逮
捕
に
協
力
す
る
こ
と
を
条
件
に
、
被
害
者
に
対
し
在
留
資
格
を
認
め
て
い
る
が
、
カ
ナ
ダ
で
は
、
移
民
難
民
法
に
よ
る
特

別
な
配
慮
に
よ
っ
て
被
害
者
救
済
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
イ
ギ
リ
ス
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
等
で
は
、
移
民
法
等
の
家
族
に
関
す
る
項
目
に
お
い
て
、
Ｄ
Ｖ
被
害
者

に
対
す
る
特
別
な
配
慮
を
規
定
す
る
こ
と
で
救
済
を
は
か
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
外
国
人
Ｄ
Ｖ
被
害
者
に
対
す
る
特
別
な
在
留
資
格
制
度
は
、
加
害
男
性
と
の
親
密

な
関
係
性
や
被
害
状
況
の
証
明
に
基
づ
き
在
留
資
格
を
与
え
る
と
い
う
人
道
的
な
性
質
が
強
い
も
の
と
、
加
害
者
処
罰
に
重
点
を
置
き
、
被
害
者
か
ら
の
捜
査
協
力
を
条

件
に
在
留
資
格
を
与
え
る
刑
事
政
策
的
性
格
が
強
い
も
の
に
分
類
で
き
る
。

こ
れ
ま
で
、
日
本
に
お
い
て
、
外
国
人
Ｄ
Ｖ
被
害
者
の
保
護
対
策
が
進
ま
な
か
っ
た
要
因
の
一
つ
と
し
て
、
被
害
者
の
特
別
な
状
況
に
配
慮
し
た
在
留
資
格
制
度
の
あ

り
方
に
つ
い
て
、
断
片
的
に
し
か
議
論
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
今
後
、
外
国
人
Ｄ
Ｖ
被
害
者
の
保
護
を
拡
充
す
る
た
め
に
は
、
す
で
に
外
国
人
Ｄ
Ｖ

被
害
者
に
対
す
る
特
別
な
在
留
資
格
制
度
等
を
導
入
し
て
い
る
国
の
経
験
や
制
度
の
有
効
性
に
つ
い
て
分
析
し
、
日
本
に
お
い
て
こ
の
議
論
が
進
む
基
盤
づ
く
り
を
お
こ

な
っ
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
日
本
の
動
き
を
ま
と
め
る
と
と
も
に
、
先
行
事
例
と
し
て
、
主
に
米
国
で
の
外
国
人
Ｄ
Ｖ
被
害
者
に
対
す
る
保
護
政
策
を
取
り
上
げ
、

そ
の
制
度
の
変
遷
を
概
観
し
、
今
後
の
課
題
や
改
善
点
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

1
．
日
本
に
お
け
る
外
国
人
女
性
に
対
す
る
Ｄ
Ｖ
の
現
状
と
問
題
点

外
国
人
女
性
に
対
す
る
Ｄ
Ｖ
の
実
態
に
つ
い
て
は
、
一
九
九
〇
年
代
の
中
頃
か
ら
、
民
間
の
外
国
人
支
援
団
体
に
寄
せ
ら
れ
る
相
談
の
中
か
ら
、
徐
々
に
顕
在
化
し
て



外国人女性に対するドメスティック・バイオレンス

135

き
た
。
こ
の
よ
う
な
民
間
団
体
は
、
外
国
人
Ｄ
Ｖ
被
害
者
が
直
面
す
る
問
題
の
改
善
を
求
め
省
庁
交
渉
等
を
つ
づ
け
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
も
Ｄ
Ｖ
防
止
法
の
改
正
や
各
省

庁
の
通
達
に
、
外
国
人
Ｄ
Ｖ
被
害
者
へ
の
状
況
に
配
慮
す
る
内
容
が
含
ま
れ
る
よ
う
要
求
し
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
一
定
の
改
善
が
見
ら
れ
た
が
、
在
留
資
格
や
言
語
の

問
題
等
、
外
国
人
被
害
者
が
直
面
す
る
特
有
の
問
題
の
解
決
は
遅
れ
て
い
る
。
以
下
、
こ
れ
ま
で
の
日
本
の
状
況
を
概
観
し
、
日
本
に
お
い
て
改
善
す
べ
き
点
を
明
ら
か

に
す
る
。

（
1
）
国
際
結
婚
の
増
加

日
本
で
は
、一
九
八
〇
年
代
後
半
以
降
、国
際
結
婚
の
増
加
と
と
も
に
、外
国
人
女
性
か
ら
の
Ｄ
Ｖ
に
関
す
る
相
談
も
次
第
に
多
く
な
っ
て
い
っ
た
。
一
九
八
〇
年
に
は
、

年
間
の
婚
姻
件
数
の
う
ち
、
夫
が
日
本
人
、
妻
が
外
国
人
の
婚
姻
件
数
は
、
全
体
の
〇
・
六
％
程
度
で
あ
っ
た
が
、
一
九
八
〇
年
代
後
半
か
ら
徐
々
に
増
加
し
、
一
九
九
〇

年
に
は
二
・
七
％
（
二
〇
、〇
二
六
件
）、
二
〇
〇
〇
年
に
は
三
・
五
％
（
二
八
、三
二
六
件
）、
二
〇
〇
九
年
三
・
七
％
（
二
六
、七
四
七
件
）
と
増
加
傾
向
に
あ
る（

1
）。

一
方
、
離
婚
件
数
を
み
て
み
る
と
、
国
籍
別
の
離
婚
件
数
に
関
す
る
統
計
が
と
り
始
め
ら
れ
た
一
九
九
二
年
か
ら
二
〇
〇
九
年
ま
で
増
加
の
一
途
を
た
ど
っ
て
お
り
、

二
〇
〇
九
年
度
の
日
本
人
夫
、
外
国
人
妻
の
離
婚
件
数
は
一
五
、五
七
〇
件
で
、
全
体
の
六
・
一
％
に
あ
た
る（

2
）。

主
な
離
婚
事
由
は
、「
性
格
が
合
わ
な
い
」、「
暴
力
を
振
る

う
」、「
生
活
費
を
渡
さ
な
い
」、「
精
神
的
に
虐
待
す
る
」、
と
い
っ
た
も
の
が
上
位
に
あ
が
っ
て
お
り
、
離
婚
の
背
景
に
Ｄ
Ｖ
が
あ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る（

3
）。

国
籍
別
に
み

て
み
る
と
、
日
本
人
夫
、
外
国
人
妻
の
場
合
、
妻
の
主
な
国
籍
は
、
婚
姻
、
離
婚
と
も
に
多
い
順
か
ら
、
中
国
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
韓
国
・
朝
鮮
、
タ
イ
、
ブ
ラ
ジ
ル
で
あ
り
、

特
に
フ
ィ
リ
ピ
ン
女
性
と
日
本
人
男
性
と
の
婚
姻
件
数
は
二
〇
〇
五
年
前
後
に
急
増
し
た（

4
）。

離
婚
件
数
は
、
二
〇
〇
〇
年
頃
か
ら
増
加
し
て
い
る（

5
）。

こ
の
よ
う
に
、
年
度
に
よ
り
件
数
の
わ
ず
か
な
増
減
は
み
ら
れ
る
が
、
外
国
人
女
性
と
日
本
人
男
性
の
婚
姻
の
増
加
と
、
外
国
人
女
性
に
対
す
る
Ｄ
Ｖ
被
害
の
顕
在
化

に
関
連
性
が
あ
る
こ
と
が
伺
え
る
。
外
国
人
の
Ｄ
Ｖ
被
害
に
関
す
る
公
的
な
統
計
は
公
表
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
正
確
な
全
体
像
は
掴
み
に
く
い
が
、
市
民
団
体
の
要
請

に
よ
り
開
示
さ
れ
た
厚
生
労
働
省
統
計
に
よ
る
と
、
二
〇
〇
八
年
度
の
一
時
保
護
者
数
の
う
ち
外
国
籍
の
割
合
は
全
体
の
九
・
四
五
％
で
あ
り
、
外
国
人
Ｄ
Ｖ
被
害
者
が
、

一
定
数
存
在
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
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（
2
）
外
国
人
女
性
に
対
す
る
Ｄ
Ｖ
被
害
者
の
特
徴
、
主
な
問
題

外
国
人
女
性
に
対
す
る
Ｄ
Ｖ
の
特
徴
と
し
て
は
、
加
害
者
が
、
被
害
者
の
パ
ス
ポ
ー
ト
や
外
国
人
登
録
証
明
証
等
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
よ
り
日
常
生
活
に
お
け
る
行

動
を
制
限
し
た
り
、
在
留
資
格
更
新
時
に
協
力
し
な
い（

6
）こ

と
で
被
害
者
を
不
法
滞
在
状
態
に
追
い
込
み
、
逃
げ
れ
ば
入
管
へ
通
報
す
る
と
脅
す
な
ど
、
加
害
者
の
も
と
を

離
れ
に
く
い
状
況
を
つ
く
り
だ
す
と
い
う
行
動
等
が
挙
げ
ら
れ
る（

7
）。

Ｄ
Ｖ
防
止
法
は
、
国
籍
や
在
留
資
格
を
問
わ
ず
、
日
本
に
い
る
す
べ
て
の
外
国
人
に
適
用
さ
れ
る
が
、
在
留
資
格
の
有
無
に
よ
り
支
援
の
内
容
が
大
き
く
左
右
さ
れ
る
。

特
に
在
留
資
格
を
有
し
て
い
な
い
被
害
者
は
、
一
時
保
護
に
は
た
ど
り
着
け
て
も
、
自
立
に
向
け
た
中
長
期
支
援
を
受
け
る
こ
と
は
難
し
く
、
結
局
、
加
害
者
に
依
存
せ

ざ
る
を
得
な
い
場
合
も
あ
る
。
さ
ら
に
、
二
〇
〇
九
年
の
改
正
入
管
法
に
よ
り
、
日
本
人
の
配
偶
者
等
の
身
分
を
有
し
て
い
る
も
の
で
、「
そ
の
配
偶
者
の
身
分
を
有
す
る

者
と
し
て
の
活
動
を
継
続
し
て
六
月
以
上
行
わ
な
い
で
在
留
し
て
い
る
」
も
の
は
、
在
留
資
格
取
消
の
対
象
と
す
る
と
さ
れ
た
た
め（

8
）、

在
留
資
格
を
有
し
て
い
て
も
、
暴

力
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
シ
ェ
ル
タ
ー
や
知
人
宅
に
長
期
間
避
難
し
て
い
る
場
合
は
、
在
留
資
格
を
取
り
消
さ
れ
る
危
険
性
も
懸
念
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
当
該
活
動
を

行
わ
な
い
で
在
留
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
は
、取
消
処
分
は
行
わ
な
い
と
さ
れ
て
い
る
が
、正
当
な
理
由
を
証
明
す
る
こ
と
が
困
難
な
被
害
者
は
、

非
常
に
厳
し
い
状
況
に
立
た
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
日
本
人
男
性
と
法
的
な
婚
姻
関
係
に
あ
っ
て
も
、
在
留
資
格
取
得
申
請
を
行
わ
な
か
っ
た
被
害
者
や
、
日
本
人
男
性
の
子
を
出
産
し
た
と
し
て
も
、
不
法
滞
在

で
あ
る
こ
と
が
発
覚
す
る
こ
と
を
恐
れ
、
出
生
証
明
書
の
提
出
等
の
手
続
き
を
行
わ
な
か
っ
た
被
害
は
、
非
常
に
不
安
定
な
状
況
に
お
か
れ
、
被
害
が
悪
化
す
る
場
合
も

あ
る（

9
）。

法
務
省
の
通
知
に
よ
り
、
国
ま
た
は
地
方
公
共
団
体
の
職
員
が
、
不
法
滞
在
状
態
に
あ
る
被
害
者
を
認
知
し
た
と
き
は
、
通
報
義
務
を
緩
和
す
る
な
ど（

10
）、

在
留
資
格
を

有
し
て
い
な
い
被
害
者
に
対
す
る
配
慮
の
必
要
性
が
示
さ
れ
た
が
、当
該
機
関
に
お
い
て
、外
国
人
Ｄ
Ｖ
被
害
者
に
対
す
る
の
理
解
が
浸
透
し
て
い
な
い
場
合
も
あ
る
。よ
っ

て
、
支
援
よ
り
も
入
管
へ
の
通
報
が
優
先
さ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
、
被
害
の
申
告
や
相
談
を
た
め
ら
っ
て
し
ま
う
被
害
者
も
い
る
。
ま
た
、
在
留
資
格
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
、

言
語
の
壁（

11
）に

よ
り
、
必
要
な
情
報
を
得
る
こ
と
が
困
難
な
被
害
者
も
数
多
く
存
在
す
る
。
ま
た
、
言
語
サ
ポ
ー
ト
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
て
も
、
通
訳
者
に
よ
っ
て
は
、

Ｄ
Ｖ
に
関
す
る
適
切
な
知
識
や
理
解
が
な
く
、
被
害
者
が
二
次
被
害
を
受
け
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
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（
3
）
国
際
的
要
請

外
国
人
Ｄ
Ｖ
被
害
者
に
対
す
る
支
援
の
拡
充
の
必
要
性
に
つ
い
て
は
、
国
際
社
会
か
ら
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
二
〇
〇
九
年
八
月
に
女
性
差
別
撤
廃
委
員
か
ら
発
表
さ

れ
た
、
日
本
政
府
第
六
回
報
告
に
対
す
る
最
終
見
解
で
は
、
女
性
に
対
す
る
暴
力
の
項
目
で
、
配
偶
者
等
か
ら
の
暴
力
や
性
暴
力
の
通
報
の
断
念
に
つ
な
が
る
よ
う
な
障

害
に
直
面
し
て
い
る
グ
ル
ー
プ
の
一
つ
と
し
て
移
民
女
性
が
挙
げ
ら
れ（

12
）、

こ
れ
ら
の
被
害
者
が
、
躊
躇
す
る
こ
と
な
く
保
護
や
救
済
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
必

要
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
が
勧
告
さ
れ
た
。
ま
た
、
二
〇
一
〇
年
に
国
連
女
性
の
地
位
向
上
部
が
発
行
し
た
「
女
性
に
対
す
る
暴
力
に
関
す
る
立
法
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク（

13
）」

に

お
い
て
も
、
外
国
人
Ｄ
Ｖ
被
害
者
が
、
在
留
資
格
の
変
更
や
取
消
し
と
い
っ
た
被
害
者
の
不
利
益
に
な
る
よ
う
な
行
政
処
分
を
受
け
な
い
よ
う
、
関
連
相
談
機
関
と
入
国

管
理
行
政
機
関
は
適
切
な
連
携
を
行
う
べ
き
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
加
害
者
と
の
関
係
性
に
依
拠
せ
ず
単
独
で
在
留
資
格
申
請
が
で
き
る
よ
う
な
法
律
を
整
備
す
べ
き
で
あ

る
こ
と
が
勧
告
さ
れ
て
い
る
。
二
〇
〇
八
年
、
法
務
省
は
、
外
国
人
Ｄ
Ｖ
被
害
者
に
対
し
て
は
、
在
留
資
格
審
査
や
強
制
退
去
手
続
き
に
お
い
て
特
別
な
配
慮
す
べ
き
こ

と
を
各
地
方
入
国
管
理
局
に
対
し
て
通
達
し
た
が
、
そ
の
効
果
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
り
、
今
後
の
運
用
に
つ
い
て
注
視
す
る
必
要
が
あ
る
。

2
．
諸
外
国
の
取
り
組
み

外
国
人
Ｄ
Ｖ
被
害
者
の
法
的
保
護
政
策
は
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
、
在
留
資
格
を
有
す
る
被
害
者
の
保
護
か
ら
、
在
留
資
格
の
な
い
被
害
者
の
保
護
へ
と
徐
々
に
発
展

し
て
き
た

米
国
で
は
、
一
九
九
四
年
の
「
女
性
に
対
す
る
暴
力
防
止
法
」（V

iolen
ce A

gain
st W

om
en

 A
ct 1994

、
以
下
「
一
九
九
四
年
Ｖ
Ａ
Ｗ
Ａ
」
と
す
る（

14
）。）

や
、
そ
の
改

正
法
で
あ
る
二
〇
〇
〇
年
Ｖ
Ａ
Ｗ
Ａ
に
よ
り
、
外
国
人
Ｄ
Ｖ
被
害
者
に
対
す
る
特
別
な
在
留
資
格
制
度
が
導
入
さ
れ
た
。
し
か
し
、
在
留
資
格
を
有
し
て
い
な
い
被
害
者

に
つ
い
て
は
、
加
害
者
の
逮
捕
等
に
協
力
す
る
こ
と
が
救
済
の
前
提
条
件
と
さ
れ
、
被
害
者
の
保
護
を
第
一
義
に
据
え
た
救
済
策
で
は
な
か
っ
た
。

一
方
、
カ
ナ
ダ
で
は
、
移
民
難
民
保
護
法
の
「
人
道
お
よ
び
思
い
や
り
（H

u
m

an
itarian

 an
d C

om
passion

ate grou
n

d

）」
に
基
づ
く
特
別
配
慮
に
よ
り
、
在
留

資
格
の
な
い
外
国
人
Ｄ
Ｖ
被
害
者
の
救
済
が
行
わ
れ
て
い
る（

15
）。

そ
の
他
の
国
（
イ
ギ
リ
ス
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
等
）
で
は
、
在
留
資
格
に
関
す
る
法
律
の
家
族
に
関
す
る

項
目
に
お
い
て
、
Ｄ
Ｖ
被
害
者
の
た
め
の
特
別
な
在
留
許
可
制
度
を
設
け
る
こ
と
に
よ
り
、
対
応
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
外
国
人
Ｄ
Ｖ
被
害
者
に
対
す
る
特
別
な
在
留
資
格
制
度
は
、
加
害
男
性
と
の
親
密
な
関
係
性
や
被
害
状
況
の
証
明
に
基
づ
き
在
留
資
格
を
与
え
る
と
い
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う
人
道
的
な
性
質
が
強
い
も
の
と
、
加
害
者
処
罰
に
重
点
を
置
き
、
被
害
者
に
よ
る
捜
査
協
力
を
条
件
に
在
留
資
格
を
与
え
る
刑
事
政
策
的
性
格
が
強
い
も
の
と
に
、
大

き
く
分
け
ら
れ
る
。
そ
こ
で
次
に
、
米
国
に
お
け
る
、
外
国
人
Ｄ
Ｖ
被
害
者
の
現
状
や
制
度
の
内
容
お
よ
び
問
題
点
に
つ
い
て
み
て
い
く
。

3
．
米
国
に
お
け
る
取
組
み

米
国
で
は
、 

一
九
七
〇
年
代
に
、
被
害
者
達
が
自
ら
の
体
験
に
つ
い
て
語
り
は
じ
め
た
こ
と
に
よ
り
Ｄ
Ｖ
が
社
会
問
題
と
し
て
表
面
化
し
（B

attered W
om

en
’s 

M
ovem

en
t

）、
各
地
に
お
い
て
支
援
体
制
の
拡
充
や
法
制
度
の
見
直
し
が
行
わ
れ
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
時
期
の
運
動
は
、
白
人
女
性
が
中
心
と
な
っ

て
進
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
運
動
の
成
果
で
あ
る
法
改
正
等
に
は
、
外
国
人
女
性
の
視
点
や
、
外
国
人
女
性
の
被
害
実
態
に
即
し
た
救
済
策
等
は
盛
り
込
ま
れ
て

い
な
か
っ
た（

16
）。

一
九
八
〇
年
代
に
入
る
と
、
外
国
人
女
性
が
多
く
居
住
す
る
地
域
を
お
い
て
、
外
国
人
女
性
を
支
援
す
る
団
体
が
相
次
い
で
発
足
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
外
国
人
Ｄ
Ｖ

被
害
者
の
存
在
や
、
彼
女
た
ち
が
直
面
す
る
問
題
に
つ
い
て
、
徐
々
に
社
会
的
関
心
が
集
ま
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た（

17
）。

一
九
九
〇
年
代
に
入
る
と
、
全
米
を
対
象
と
し

た
Ｄ
Ｖ
に
関
す
る
調
査
が
米
国
議
会
に
よ
り
行
わ
れ
、
米
国
市
民
や
永
住
権
取
得
者
の
配
偶
者
で
あ
る
外
国
人
女
性
被
害
者
に
は
、
在
留
資
格
や
言
語
の
壁
に
よ
り
、
救

済
を
求
め
る
の
を
躊
躇
し
、
加
害
者
の
も
と
に
留
ま
ら
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た（

18
）。

こ
の
よ
う
な
流
れ
を
経
て
、
一
九
九
四
年
Ｖ
Ａ
Ｗ
Ａ
で
、

外
国
人
女
性
被
害
者
に
配
慮
し
た
法
的
救
済
制
度
が
設
け
ら
れ
た
。
Ｖ
Ａ
Ｗ
Ａ
は
、
こ
れ
ま
で
二
〇
〇
〇
年
、
二
〇
〇
五
年
と
改
正
さ
れ
、
外
国
人
女
性
被
害
者
の
救
済

の
拡
充
が
行
わ
れ
て
い
る
。
以
下
、
在
留
資
格
制
度
や
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
の
特
徴
、
お
よ
び
運
用
上
の
問
題
点
を
概
観
す
る
。

（
1
）
一
九
九
四
年
Ｖ
Ａ
Ｗ
Ａ
年
制
定
以
前

米
国
市
民
ま
た
は
永
住
権
保
持
者
（
以
下
、「
米
国
市
民
等
」
と
す
る
。）
と
婚
姻
し
た
外
国
人
配
偶
者
が
、
永
住
権
を
取
得
す
る
た
め
に
は
、
家
族
関
係
に
基
づ
く
永

住
権
（Fam

ily-based Im
m

igration

）
を
申
請
す
る
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
、
婚
姻
期
間
が
二
年
未
満
の
場
合
は
、
ま
ず
仮
の
永
住
権
（C

on
dition

al perm
an

en
t 

residen
ce

）
が
付
与
さ
れ
る
。
家
族
関
係
に
基
づ
く
永
住
権
へ
と
在
留
資
格
を
変
更
す
る
手
続
き
は
、
仮
の
永
住
権
の
有
効
期
限
九
〇
日
前
に
行
う
必
要
が
あ
る
。
こ

の
変
更
手
続
き
は
、
外
国
人
配
偶
者
本
人
で
は
な
く
、
米
国
市
民
等
で
あ
る
一
方
配
偶
者
が
申
立
人
と
な
り
「
外
国
人
家
族
の
た
め
の
請
願
（P

etition
 for th

e A
lien
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R
elatives

）」
を
米
国
市
民
権
・
移
民
業
務
局
（U

.S. C
itizen

sh
ip an

d Im
m

igration
 S

ervices

、
以
下
、「
Ｕ
Ｓ
Ｃ
Ｉ
Ｓ
」
と
す
る
。）
に
提
出
し
な
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
九
八
六
年
「
移
住
偽
装
結
婚
改
正
法
」（Im

m
igration

 M
arriage F

rau
d A

m
en

dm
en

t

）
で
は
、資
格
変
更
時
に
、一
方
配
偶
者
か
ら
の
協
力
（
必
要
書
類
の
準
備
、

面
接
へ
の
出
席
等（

19
））

が
得
ら
れ
な
い
場
合
や
、
仮
の
永
住
権
期
間
に
離
婚
し
た
場
合
は
、
退
去
強
制
の
対
象
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
後
、
一
九
九
〇
年
移
民
法
に
よ
り
要

件
が
緩
和
さ
れ
、資
格
変
更
申
請
時
に
、Ｄ
Ｖ
に
よ
り
米
国
市
民
等
で
あ
る
配
偶
者
の
協
力
を
得
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
が
証
明
で
き
れ
ば
、単
独
で
「
仮
の
永
住
権
」

か
ら
の
資
格
変
更
を
申
立
て
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
（battered spou

se w
aiver

、
以
下
「
永
住
権
自
己
申
請
制
度
」
と
す
る
。）。

し
か
し
、
男
性
配
偶
者
か
ら
行
動
を
監
視
ま
た
は
制
限
さ
れ
て
い
る
被
害
者
や
、
行
動
の
自
由
は
あ
る
が
、
英
語
を
十
分
に
話
す
こ
と
が
で
き
な
い
被
害
者
に
と
っ
て
、

単
独
申
請
に
必
要
な
書
類
を
準
備
す
る
こ
と
が
難
し
く
、
必
ず
し
も
被
害
者
に
と
っ
て
利
用
し
や
す
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
特
に
、
Ｄ
Ｖ
の
被
害
を
証
明
す
る
書
類
と

し
て
、
専
門
の
精
神
科
医
等
の
診
断
書
の
提
出
が
必
須
と
さ
れ
て
い
た
た
め
、
そ
の
よ
う
な
診
断
を
受
け
る
た
め
の
経
済
的
余
裕
が
な
い
被
害
者
や
、
日
常
生
活
に
お
け

る
金
銭
の
使
途
が
加
害
者
に
よ
り
監
視
さ
れ
て
い
る
被
害
者
に
と
っ
て
は
、
永
住
権
を
取
得
す
る
こ
と
は
非
常
に
難
し
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
そ
も
そ
も
、
婚
姻
の
際
に
、

米
国
市
民
等
が
、
外
国
人
配
偶
者
の
た
め
に
「
仮
の
永
住
権
」
申
請
を
し
て
い
な
い
場
合
は
、
不
法
滞
在
者
と
な
っ
て
い
る
場
合
が
多
い
た
め
、
米
国
市
民
等
で
あ
る
配

偶
者
か
ら
Ｄ
Ｖ
を
受
け
て
い
て
も
永
住
権
自
己
申
請
制
度
の
恩
恵
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
問
題
が
あ
っ
た
。

（
2
）「
一
九
九
四
年
Ｖ
Ａ
Ｗ
Ａ
」

①
概
要

一
九
九
〇
年
移
民
法
に
よ
り
導
入
さ
れ
た
外
国
人
Ｄ
Ｖ
被
害
者
の
た
め
の
永
住
権
自
己
申
請
制
度
は
、
一
九
九
四
年
Ｖ
Ａ
Ｗ
Ａ
に
引
き
継
が
れ
た
。
そ
し
て
一
九
九
四

年
Ｖ
Ａ
Ｗ
Ａ
で
は
、
一
九
九
〇
年
移
民
法
で
は
対
象
外
と
さ
れ
て
い
た
不
法
滞
在
者
に
も
、
Ｄ
Ｖ
の
被
害
者
で
あ
る
こ
と
が
証
明
で
き
れ
ば
、
在
留
を
認
め
ら
れ
る
道
が

開
か
れ
た
。
具
体
的
に
は
、
退
去
強
制
手
続
き
が
開
始
さ
れ
た
場
合
に
、
そ
の
手
続
き
を
停
止
す
る
「
退
去
強
制
の
停
止
（S

u
spen

sion
 of D

eportation

）」
と
い
う

制
度
が
導
入
さ
れ
た
。

一
九
九
四
年
Ｖ
Ａ
Ｗ
Ａ
の
永
住
権
自
己
申
請
制
度
の
対
象
と
な
る
た
め
に
は
、
米
国
内
に
居
住
し
て
い
る
こ
と
、
米
国
市
民
等
と
の
婚
姻
が
真
正
な
も
の
で
あ
る
こ
と
、

善
良
な
道
徳
的
品
性
（good m

oral ch
aracter

）
を
備
え
て
い
る
こ
と
、
米
国
市
民
等
の
配
偶
者
か
ら
婚
姻
期
間
中
に
暴
行
を
受
け
た
、
も
し
く
は
著
し
く
残
虐
な
行

為
（battery or extrem

e cru
elty

）
の
対
象
と
さ
れ
た
こ
と
（
当
該
被
害
者
の
子
が
同
様
の
被
害
を
受
け
て
い
る
場
合
も
含
む
）、
本
国
へ
強
制
送
還
さ
れ
る
こ
と
が
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自
己
ま
た
そ
の
子
に
と
っ
て
著
し
い
困
難
が
伴
う
こ
と
、
を
証
明
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。

ま
た
、
退
去
強
制
停
止
手
続
き
で
は
、
以
上
の
要
件
に
加
え
、
当
該
被
害
者
が
、
申
請
日
よ
り
遡
り
最
低
継
続
し
て
三
年
間
米
国
内
に
居
住
し
て
い
る
こ
と
、
退
去
強

制
事
由
が
、
偽
装
結
婚
、
刑
事
処
分
、
偽
造
文
書
使
用
、
国
家
安
全
保
障
に
関
連
し
て
い
な
い
等
の
要
件
を
満
た
す
必
要
が
あ
っ
た（

20
）。

②
一
九
九
四
年
Ｖ
Ａ
Ｗ
Ａ
の
問
題
点

一
九
九
四
年
Ｖ
Ａ
Ｗ
Ａ
に
よ
り
、一
九
九
〇
年
移
民
法
で
は
救
済
の
対
象
外
と
さ
れ
て
い
た
被
害
者
に
も
、在
留
資
格
を
取
得
す
る
機
会
が
設
け
ら
れ
た
が
、限
界
も
あ
っ

た
。
特
に
、
永
住
権
単
独
申
請
時
に
お
い
て
被
害
者
が
加
害
者
と
離
婚
し
て
い
る
場
合
、
加
害
者
が
米
国
市
民
等
で
な
い
場
合
、
お
よ
び
そ
も
そ
も
加
害
者
と
法
的
に
婚

姻
し
て
い
な
い
場
合
は
、
一
九
九
四
年
Ｖ
Ａ
Ｗ
Ａ
の
救
済
の
対
象
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。

ま
た
、
在
留
資
格
単
独
申
請
制
度
や
、
退
去
強
制
停
止
制
度
の
該
当
者
で
あ
っ
て
も
、
申
請
条
件
を
満
た
す
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
が
被
害
者
に
と
っ
て
容
易
な
こ

と
で
は
な
か
っ
た
た
め
、
申
請
不
許
可
と
さ
れ
る
ケ
―
ス
が
相
つ
い
だ
。
特
に
、
本
国
に
送
還
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
著
し
い
困
難
が
生
じ
る
こ
と
や
婚
姻
期
間
中
の
素

行
に
問
題
が
な
か
っ
た
こ
と
、
ま
た
は
Ｄ
Ｖ
の
被
害
状
況
に
つ
い
て
十
分
に
立
証
で
き
な
い
た
め
に
、
申
請
が
不
許
可
と
な
る
事
態
が
多
発
し
た（

21
）。

実
際
、
一
九
九
六

年
三
月
か
ら
二
〇
〇
〇
年
七
月
ま
で
の
間
に
、
Ｕ
Ｓ
Ｃ
Ｉ
Ｓ
が
受
理
し
た
自
己
申
請
件
数
は
、
一
一
、〇
〇
〇
件
以
上
で
あ
っ
た
が
、
不
許
可
処
分
と
な
っ
た
の
は

六
、五
〇
〇
件
に
の
ぼ
り
、
そ
の
理
由
は
、
自
己
申
請
要
件
を
そ
も
そ
も
満
た
し
て
い
な
い
、
も
し
く
は
、
著
し
い
苦
痛
に
関
す
る
立
証
が
不
十
分
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た（

22
）。

そ
の
背
景
に
は
、経
済
的
理
由
や
言
語
の
壁
に
よ
り
、通
訳
を
含
む
専
門
家
の
協
力
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
、十
分
な
立
証
が
で
き
な
い
と
い
う
問
題
が
あ
っ

た
。
そ
れ
に
加
え
、
そ
も
そ
も
、
本
国
送
還
後
の
生
活
困
難
や
素
行
の
善
良
性
に
つ
い
て
の
判
断
基
準
が
明
確
に
規
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
移
民
帰
化
局
の
職
員
の
裁
量
に

依
る
部
分
も
多
か
っ
た
た
め
、
申
請
者
側
も
ど
の
よ
う
な
立
証
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
か
戸
惑
う
と
い
う
ケ
ー
ス
も
少
な
く
な
か
っ
た（

23
）。

ま
た
、
Ｄ
Ｖ
被
害
者
が
自
己
を

防
衛
す
る
た
め
に
と
っ
た
行
為
が
、
加
害
者
に
対
す
る
不
法
行
為
と
し
て
み
な
さ
れ
、
退
去
強
制
の
対
象
と
さ
れ
る
と
い
っ
た
事
態
も
発
生
す
る
な
ど
、
被
害
者
救
済
を

目
的
と
し
た
Ｖ
Ａ
Ｗ
Ａ
の
根
幹
を
ゆ
る
が
す
事
態
も
発
生
し
た（

24
）。

さ
ら
に
、
外
国
人
配
偶
者
が
、
米
国
市
民
等
の
配
偶
者
に
よ
り
、
窃
盗
や
売
春
を
強
要
さ
れ
る
こ
と
も

あ
り
、
審
査
に
あ
た
る
移
民
局
職
員
に
Ｄ
Ｖ
に
関
す
る
正
し
い
理
解
が
な
け
れ
ば
、
退
去
強
制
処
分
一
時
停
止
申
請
が
不
許
可
に
な
る
こ
と
も
あ
っ
た（

25
）。
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（
2
）
二
〇
〇
〇
年
Ｖ
Ａ
Ｗ
Ａ

①
概
要

一
九
九
四
年
Ｖ
Ａ
Ｗ
Ａ
施
行
後
に
生
じ
た
問
題
を
改
善
す
る
た
め
、
二
〇
〇
〇
年
Ｖ
Ａ
Ｗ
Ａ
で
は
、
主
に
申
請
要
件
の
見
直
し
が
行
わ
れ
た（

26
）。

ま
ず
、
申
請
時
に
本
国
送
還
後
に
予
想
さ
れ
る
著
し
い
困
難
に
つ
い
て
の
証
明
が
不
要
と
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
立
証
不
十
分
で
申
請
不
許
可
処
分
と
な
っ
て
い
た
申
請
者

に
救
済
の
道
を
開
い
た
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
申
請
時
に
加
害
者
で
あ
る
米
国
市
民
等
と
婚
姻
関
係
に
あ
る
こ
と
が
要
件
と
さ
れ
て
い
た
が
、
離
婚
の
主
な
原
因
が
Ｄ
Ｖ
で

あ
る
場
合
は
、
離
婚
後
二
年
以
内
で
あ
れ
ば
申
請
可
能
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ま
で
は
、
申
請
時
に
加
害
者
が
米
国
市
民
等
で
あ
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
て
い
た
が
、

加
害
者
自
身
の
在
留
資
格
が
、
Ｄ
Ｖ
等
の
暴
力
行
為
や
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
取
り
消
さ
れ
た
こ
と
が
証
明
で
き
れ
ば
、
取
消
し
後
二
年
間
は
申
請
が
可
能
と
な
っ
た（

27
）。

ま
た
、
一
九
九
四
年
Ｖ
Ａ
Ｗ
Ａ
で
は
、
申
請
者
は
、
米
国
市
民
等
と
法
的
婚
姻
関
係
に
あ
る
も
の
に
限
ら
れ
て
い
た
が
、
挙
式
国
の
慣
習
法
に
よ
り
正
式
に
認
め
ら
れ
る

婚
姻
や
、
加
害
配
偶
者
の
責
め
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
る
重
婚
に
つ
い
て
も
、
二
〇
〇
〇
年
Ｖ
Ａ
Ｗ
Ａ
の
救
済
制
度
の
対
象
と
さ
れ
た（

28
）。

さ
ら
に
、
一
九
九
四
年
Ｖ
Ａ
Ｗ
Ａ

で
は
、
申
請
時
に
被
害
者
が
米
国
国
内
に
居
住
し
て
い
る
こ
と
が
要
件
と
さ
れ
て
い
た
が
、
過
去
に
米
国
国
内
で
Ｄ
Ｖ
を
受
け
て
い
た
場
合
は
、
申
請
時
に
米
国
国
内
に

居
住
し
て
な
く
て
も
申
請
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

二
〇
〇
〇
年
Ｖ
Ａ
Ｗ
Ａ
の
他
の
特
徴
と
し
て
、
Ｕ
ビ
ザ
と
い
う
新
し
い
在
留
資
格
の
導
入
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る（

29
）。

Ｕ
ビ
ザ
は
、
Ｄ
Ｖ
に
限
ら
ず
人
身
売
買
や
性
的

虐
待
等
の
被
害
者
を
救
済
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
新
し
い
制
度
で
あ
り
、
当
該
犯
罪
行
為
に
よ
り
相
当
程
度
の
被
害
を
負
っ
た
も
の
で
、
か
つ
当
該
犯
罪
の
加
害
者
の

訴
追
に
向
け
て
捜
査
に
協
力
す
る
場
合
に
特
別
に
在
留
資
格
を
付
与
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
Ｕ
ビ
ザ
認
定
を
受
け
る
と
、
例
外
を
除
き（

30
）最

長
四
年
間
を
滞
在
が
認
め

ら
れ（

31
）、

就
労
が
可
能
と
な
る
。
Ｕ
ビ
ザ
が
認
定
さ
れ
る
た
め
に
は
、
②
当
該
犯
罪
に
よ
り
身
体
的
ま
た
は
心
理
的
な
暴
力
を
受
け
て
い
る
こ
と
、
当
該
犯
罪
に
関
す
る
情

報
を
保
有
し
て
い
る
こ
と
、
③
犯
罪
行
為
に
関
す
る
捜
査
や
訴
追
に
関
し
て
、
連
邦
、
州
ま
た
は
地
域
の
司
法
機
関
ま
た
は
検
察
、
連
邦
ま
た
は
州
の
判
事
、
米
国
国
土

安
全
保
障
省
や
他
の
連
邦
、
州
、
地
方
の
行
政
機
関
と
協
力
す
る
こ
と
、
④
犯
罪
行
為
が
米
国
国
内
ま
た
は
米
国
の
領
土
内
で
行
わ
れ
た
こ
と
、
を
証
明
す
る
必
要
が
あ
っ

た
。
Ｕ
ビ
ザ
は
、
Ｕ
Ｓ
Ｃ
Ｉ
Ｓ
の
特
別
部
門
（V

A
W

A
 u

n
it

）
で
一
括
審
査
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

Ｕ
ビ
ザ
申
請
に
は
、
加
害
者
が
米
国
市
民
等
で
あ
る
こ
と
が
要
件
と
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
、
こ
れ
ま
で
米
国
市
民
等
で
は
な
い
加
害
者
か
ら
Ｄ
Ｖ
を
受
け
て
い
た
数
多

く
の
被
害
者
が
救
済
の
対
象
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
制
度
は
、
犯
罪
被
害
者
の
救
済
と
い
う
面
も
あ
る
が
、
主
な
目
的
は
、
不
法
滞
在
状
態
に
あ
る

被
害
者
が
、
退
去
強
制
処
分
を
恐
れ
る
こ
と
な
く
安
心
し
て
加
害
者
情
報
を
提
供
で
き
る
よ
う
な
環
境
を
整
備
す
る
こ
と
に
よ
り
、
米
国
内
で
の
犯
罪
の
潜
在
化
の
抑
制
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や
公
共
の
安
全
を
確
保
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

②
問
題
点

こ
の
よ
う
に
、
二
〇
〇
〇
年
Ｖ
Ａ
Ｗ
Ａ
で
は
申
請
要
件
の
緩
和
や
、
Ｕ
ビ
ザ
の
創
設
に
よ
り
救
済
対
象
が
広
が
っ
た
が
、
永
住
権
自
己
申
請
制
度
お
よ
び
Ｕ
ビ
ザ
制
度

の
施
行
規
則
が
定
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
各
要
件
の
審
査
基
準
が
不
明
瞭
な
ま
ま
で
あ
っ
た
た
め
、
申
請
段
階
に
お
け
る
、
被
害
者
及
び
支
援
者
に
か
か
る
負
担
は
、
ほ
と

ん
ど
軽
減
さ
れ
な
か
っ
た（

32
）。

ま
た
、
Ｄ
Ｖ
の
加
害
者
を
逮
捕
す
る
際
、
警
察
官
に
は
逮
捕
の
可
否
に
つ
い
て
の
裁
量
権
が
な
い
た
め
、
被
害
者
が
自
己
防
衛
の
た
め
に
軽

く
反
撃
し
た
場
合
で
も
、
被
害
者
が
加
害
者
と
同
時
に
逮
捕
さ
れ
る（

33
）と

い
う
二
重
逮
捕
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
解
決
策
が
示
さ
れ
な
か
っ
た
。

（
3
）
二
〇
〇
五
年
Ｖ
Ａ
Ｗ
Ａ

二
〇
〇
五
年
Ｖ
Ａ
Ｗ
Ａ
で
は
、
保
護
の
範
囲
が
さ
ら
に
拡
大
さ
れ
、
米
国
市
民
等
の
成
人
し
た
子
ど
も
か
ら
Ｄ
Ｖ
を
受
け
て
い
る
場
合
も
、
Ｖ
Ａ
Ｗ
Ａ
に
よ
る
各
種
救

済
制
度
へ
の
申
請
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
た
、
二
重
逮
捕
に
つ
い
て
は
、
Ｄ
Ｖ
・
ス
ト
ー
キ
ン
グ
・
性
的
暴
行
事
件
等
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
の
当
事
者
が

実
際
に
訴
追
さ
れ
る
べ
き
か
に
つ
き
、
当
該
事
件
の
全
体
的
な
経
過
と
過
去
の
経
緯
を
総
合
的
に
考
慮
し
、
二
重
逮
捕
、
二
重
起
訴
を
回
避
す
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
た（

34
）。

（
4
）
Ｖ
Ａ
Ｗ
Ａ
に
よ
る
そ
の
他
の
取
組
み

①
守
秘
義
務

加
害
者
が
被
害
者
の
避
難
先
に
関
す
る
情
報
等
、
被
害
者
に
関
す
る
情
報
に
ア
ク
セ
ス
し
、
そ
の
情
報
を
使
っ
て
被
害
者
を
さ
ら
に
追
い
込
む
と
い
う
傾
向
が
あ
る
こ

と
に
配
慮
し
、
一
九
九
四
年
Ｖ
Ａ
Ｗ
Ａ
で
は
、
司
法
省
、
国
務
省
、
労
働
省
の
職
員
に
対
し
、
外
国
人
Ｄ
Ｖ
被
害
者
に
関
す
る
情
報
に
つ
い
て
守
秘
義
務
が
課
さ
れ
た（

35
）。

二
〇
〇
五
年
Ｖ
Ａ
Ｗ
Ａ
で
は
、
対
象
が
広
げ
ら
れ
、
新
た
に
、
国
土
安
全
保
障
省
、
国
務
省
、
シ
ェ
ル
タ
ー
、
レ
イ
プ
ク
ラ
イ
シ
ス
セ
ン
タ
ー
、
面
会
交
流
セ
ン
タ
ー
、

地
域
支
援
団
体
、
裁
判
所
も
、
守
秘
義
務
が
課
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た（

36
）。
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②
申
請
費
用　

申
請
不
適
格
者
に
対
す
る
費
用
免
除

Ｕ
ビ
ザ
の
対
象
者
の
中
に
は
、
偽
造
パ
ス
ポ
ー
ト
で
入
国
し
た
も
の
、
観
光
ビ
ザ
で
入
国
し
非
正
規
労
働
に
従
事
し
て
い
る
も
の
、
犯
罪
に
関
与
し
た
も
の
等（

37
）、

Ｕ
ビ

ザ
申
請
の
欠
格
事
由
に
該
当
す
る
状
況
に
あ
る
も
の
は
、
申
請
の
際
に
欠
格
事
由
免
除
申
請
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
、
免
除
申
請
に
か
か
る
費
用
が
高
額
で
あ
る

た
め
、こ
の
費
用
を
負
担
で
き
な
い
被
害
者
は
、Ｕ
ビ
ザ
に
よ
る
救
済
を
受
け
る
こ
と
で
き
な
い
。
ま
た
、こ
の
よ
う
な
被
害
者
の
多
く
は
、す
で
に
食
料
費
や
シ
ェ
ル
タ
ー

入
所
に
関
し
て
補
助
を
受
け
て
い
る
も
の
が
多
く
、こ
の
よ
う
な
費
用
を
自
分
自
身
、ま
た
は
家
族
の
た
め
に
負
担
す
る
こ
と
は
、非
常
に
厳
し
い
状
況
に
置
か
れ
て
い
た
。

現
在
は
、
Ｖ
Ａ
Ｗ
Ａ
の
改
正
に
よ
り
、
Ｕ
ビ
ザ
申
請
者
は
、F

orm
 I-192

（A
pplication

 for A
dvan

ce P
erm

ission
 to E

n
ter as a N

on
-Im

m
igran

t

）
を
用
い
て
、

申
請
費
用
の
免
除
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

4
．
Ｖ
Ａ
Ｗ
Ａ
の
運
用
面
の
主
な
問
題
点

一
九
九
四
年
に
Ｖ
Ａ
Ｗ
Ａ
が
施
行
さ
れ
て
か
ら
一
七
年
経
過
し
、
こ
れ
ま
で
に
三
回
の
改
正
が
行
わ
れ
、
法
文
上
に
お
い
て
は
改
善
が
重
ね
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、

運
用
面
に
お
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
山
積
し
て
お
り
、
必
ず
し
も
多
く
の
外
国
人
Ｄ
Ｖ
被
害
者
に
と
っ
て
利
用
し
や
す
い
制
度
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
そ
の
主
な

要
因
は
、
在
留
資
格
単
独
申
請
や
、
Ｕ
ビ
ザ
申
請
に
か
か
る
施
行
規
則
の
導
入
が
大
幅
に
遅
れ
た
こ
と
、
ま
た
連
邦
レ
ベ
ル
と
州
レ
ベ
ル
に
お
い
て
、
Ｖ
Ａ
Ｗ
Ａ
に
よ
る

一
連
の
外
国
人
Ｄ
Ｖ
被
害
者
救
済
策
に
対
す
る
理
解
度
に
差
が
あ
る
こ
と
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。
以
下
、
運
用
面
に
お
け
る
問
題
点
に
注
目
す
る
。

（
1
）
Ｕ
ビ
ザ
施
行
規
則
、
お
よ
び
資
格
変
更
規
則

二
〇
〇
〇
年
Ｖ
Ａ
Ｗ
Ａ
に
よ
り
創
設
さ
れ
た
Ｕ
ビ
ザ
は
、
そ
れ
ま
で
救
済
の
対
象
外
と
さ
れ
て
き
た
被
害
者
に
と
っ
て
、
安
定
し
た
在
留
資
格
を
取
得
し
、
就
労
に
よ
っ

て
自
立
の
道
を
開
く
こ
と
も
可
能
と
な
る
、
画
期
的
な
制
度
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
実
際
の
運
用
段
階
に
お
い
て
は
、
審
査
基
準
を
定
め
た
詳
細
な
施
行
規
定
が
定
め
ら

れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
被
害
者
や
支
援
者
に
混
乱
が
生
じ
て
い
た
。

ま
た
、
Ｕ
ビ
ザ
認
定
を
受
け
た
も
の
は
、
そ
の
後
、
永
住
権
へ
の
資
格
変
更
も
可
能
と
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
変
更
手
続
き
に
関
す
る
施
行
規
則
も
な
か
っ
た
た
め
、

審
査
が
Ｕ
Ｓ
Ｃ
Ｉ
Ｓ
の
バ
ー
モ
ン
ト
・
サ
ー
ビ
ス
・
セ
ン
タ
ー
（
以
下
、「
Ｖ
Ｓ
Ｃ
」
と
す
る（

38
）。）

で
保
留
状
態
と
な
っ
て
お
り
、
被
害
者
お
よ
び
支
援
者
の
間
に
不
安
が
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広
ま
っ
て
い
た
。

Ｕ
ビ
ザ
の
認
定
等
に
関
る
暫
定
最
終
規
則（

39
）（

以
下
「
Ｕ
ビ
ザ
認
定
規
則
」
と
す
る
）
は
、
Ｕ
ビ
ザ
創
設
か
ら
七
年
後
の
二
〇
〇
七
年
九
月
ま
で
、
そ
し
て
、
Ｕ
ビ
ザ
か
ら

永
住
権
の
資
格
変
更
に
か
か
る
暫
定
最
終
規
則（

40
）（

以
下
「
在
留
資
格
変
更
規
則
」
と
す
る
。）
は
二
〇
〇
九
年
一
月
ま
で
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た（

41
）。

こ
れ
ら
の
施
行

規
則
が
導
入
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
運
用
面
に
お
け
る
不
明
瞭
な
点
の
改
善
や
、
手
続
き
の
停
滞
の
解
消
が
期
待
さ
れ
た
が
、
そ
の
と
お
り
の
効
果
は
で
て
い
な
い
。

①
施
行
規
則
制
定
以
前
の
問
題
点

Ｕ
ビ
ザ
認
定
規
則
が
施
行
さ
れ
る
以
前
も
、
Ｕ
Ｓ
Ｃ
Ｉ
Ｓ
は
Ｕ
ビ
ザ
を
交
付
し
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
暫
定
的
地
位
（D

eferred A
ction

 S
tatu

s

）
を

認
め
る
も
の
で
あ
り
、
仮
の
救
済
措
置
と
い
う
位
置
づ
け
で
あ
っ
た（

42
）。

暫
定
的
地
位
は
、
Ｕ
ビ
ザ
の
認
定
要
件
を
満
た
す
と
推
定
さ
れ
る
被
害
者
に
付
与
さ
れ
て
い
た
が
、

そ
の
判
断
は
Ｕ
Ｓ
Ｃ
Ｉ
Ｓ
の
審
査
官
の
裁
量
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
く
、
認
定
率
は
安
定
し
て
い
な
か
っ
た
。
ま
た
、
Ｕ
ビ
ザ
申
請
を
考
え
て
い
る
被
害
者
を
支
援
す
る

団
体
等
か
ら
は
、
手
続
き
の
詳
細
や
審
査
期
間
が
不
明
瞭
で
あ
る
こ
と
や
、
強
制
退
去
と
な
る
恐
れ
を
拭
え
切
れ
な
い
た
め
被
害
者
が
申
請
を
躊
躇
す
る
傾
向
が
あ
る
こ

と
が
指
摘
さ
れ
て
い
た（

43
）。

実
際
、
二
〇
〇
〇
年
に
Ｕ
ビ
ザ
が
創
設
さ
れ
て
か
ら
、
二
〇
〇
七
年
一
〇
月
に
Ｕ
ビ
ザ
認
定
規
則
が
施
行
さ
れ
る
ま
で
の
七
年
間
に
、
一
二
、一
五
一
件
の
申
請
が
あ
っ

た
が
、
認
定
さ
れ
た
の
は
五
〇
件
、
不
許
可
ま
た
は
取
り
下
げ
が
九
件
に
と
ど
ま
り
、
そ
の
他
の
多
く
は
、
在
留
資
格
変
更
規
則（

44
）が

制
定
さ
れ
る
ま
で
審
査
保
留
と
さ
れ

て
い
た
。
仮
の
Ｕ
ビ
ザ
が
認
定
さ
れ
暫
定
的
地
位
が
付
与
さ
れ
れ
ば
就
労
が
許
可
さ
れ
る
が
、
審
査
保
留
と
な
っ
て
い
る
も
の
は
就
労
が
認
め
ら
れ
な
い
た
め
、
結
局
、

加
害
者
に
経
済
的
に
依
存
す
る
こ
と
と
な
り
、
被
害
者
の
救
済
と
い
う
Ｕ
ビ
ザ
の
主
旨
に
反
す
る
状
況
が
発
生
し
て
い
た（

45
）。

②
Ｕ
ビ
ザ
認
定
規
則
お
よ
び
資
格
変
更
規
則
の
内
容

正
式
な
Ｕ
ビ
ザ
申
請
手
続
き
の
詳
細
は
、
Ｕ
ビ
ザ
認
定
規
則
に
よ
り
示
さ
れ
た
。
こ
の
施
行
規
則
に
よ
り
、
Ｕ
ビ
ザ
を
新
た
に
申
請
す
る
も
の
は
、
被
害
状
況
に
関
す

る
証
拠
と
と
も
に
、
捜
査
や
加
害
者
訴
追
へ
の
協
力
を
証
明
す
る
専
用
の
申
請
書
（F

orm
 I-918

）（P
etition

 for U
 N

on
-Im

m
igran

t S
tatu

s

）
を
、
Ｖ
Ｓ
Ｃ
に
提

出
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
た（

46
）。

ま
た
、
す
で
に
仮
の
Ｕ
ビ
ザ
認
定
を
受
け
て
い
る
も
の
は
、
Ｕ
ビ
ザ
認
定
規
則
の
施
行
日
か
ら
一
八
〇
日
以
内
に
、F

rom
 I-918

（U
 

N
on

im
m

igran
t S

tatu
s C

ertification

）
を
Ｖ
Ｓ
Ｃ
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
、
永
住
権
資
格
変
更
手
続
き
に
進
む
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
た
。
し
か
し
、
も
し
こ
の
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期
間
内
に
所
定
の
申
請
書
を
提
出
し
な
い
場
合
は
、
仮
の
Ｕ
ビ
ザ
は
取
り
消
さ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
ま
た
、
年
間
発
給
件
数
の
上
限
が
一
、〇
〇
〇
件
と
定
め
ら
れ
た
。

Ｕ
ビ
ザ
か
ら
永
住
権
資
格
へ
の
変
更
は
、
Ｕ
ビ
ザ
認
定
規
則
の
二
年
後
に
施
行
さ
れ
た
在
留
資
格
変
更
規
則
に
よ
り
本
格
的
に
開
始
さ
れ
た
。
資
格
変
更
は
、
①
Ｕ
ビ

ザ
認
定
日
か
ら
数
え
、
少
な
く
と
も
三
年
以
上
継
続
し
て
米
国
内
に
滞
在
し
て
い
る
も
の
で
、
②
Ｄ
Ｈ
Ｓ
に
よ
り
、
当
該
被
害
者
が
継
続
し
て
国
内
に
滞
在
す
る
こ
と
が
、

人
道
的
見
地
か
ら
正
当
性
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
、
ま
た
、
家
族
的
統
合
や
ま
た
は
公
益
に
資
す
る
こ
と
と
み
な
さ
れ
た
場
合
に
、
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た（

47
）。

在
留
資

格
変
更
規
則
の
施
行
前
に
、
既
に
仮
の
Ｕ
ビ
ザ
の
有
効
期
限
が
過
ぎ
て
い
る
被
害
に
つ
い
て
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
日
か
ら
一
二
〇
日
以
内
で
あ
れ
ば
資
格
変
更
申
請
を

す
る
こ
と
が
可
能
と
さ
れ
た（

48
）。

③
施
行
規
則
の
問
題
点

こ
の
よ
う
に
、
二
つ
の
規
則
が
整
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
よ
う
や
く
こ
の
救
済
制
度
が
本
格
的
に
始
動
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
従
来
の
要
件
に
加
え
、
犯
罪
捜
査

へ
の
協
力
を
証
明
す
る
た
め
の
専
用
申
請
書
の
提
出
が
義
務
づ
け
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
新
規
の
Ｕ
ビ
ザ
申
請
が
難
し
く
な
っ
た
。
さ
ら
に
仮
の
Ｕ
ビ
ザ
資
格
の
再
認
定

手
続
き
に
も
停
滞
が
生
じ
、
そ
の
結
果
、
こ
れ
ま
で
永
住
権
資
格
へ
の
変
更
を
長
年
待
っ
て
い
た
被
害
者
も
、
資
格
変
更
手
続
き
に
進
め
な
い
と
い
う
状
況
が
発
生
し
て

い
る
。

Ｖ
Ａ
Ｗ
Ａ
制
定
当
時
、
議
会
に
お
い
て
、
Ｄ
Ｖ
被
害
者
は
加
害
者
の
暴
力
や
支
配
の
影
響
に
よ
り
、
被
害
状
況
を
証
明
す
る
証
拠
を
集
め
る
こ
と
や
、
各
種
支
援
制

度
に
必
要
な
書
類
を
準
備
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
に
配
慮
し
、
Ｄ
Ｖ
被
害
者
認
定
は
、
被
害
者
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
「
い
か
な
る
確
実
な
証
拠
（an

y credible 

eviden
ce

）」
を
持
っ
て
審
査
す
べ
き
と
さ
れ
た
。
こ
の
基
準
は
、
外
国
人
Ｄ
Ｖ
被
害
者
の
た
め
の
在
留
資
格
単
独
申
請
、
Ｖ
Ａ
Ｗ
Ａ
退
去
強
制
手
続
停
止
制
度
、
そ
し
て
、

二
〇
〇
〇
年
の
Ｕ
ビ
ザ
制
度
に
も
引
き
継
が
れ
て
い
る（

49
）。

し
か
し
、
今
回
施
行
さ
れ
た
、
Ｕ
ビ
ザ
施
行
規
則
は
、
こ
の
「
い
か
な
る
確
実
な
証
拠
」
に
よ
る
被
害
の
証
明
に
加
え
、
犯
罪
捜
査
に
協
力
す
る
意
思
を
確
認
す
る
た

め
の
証
明
書
（F

orm
 I-918

）
の
提
出
を
義
務
付
け
た
こ
と
に
よ
り（

50
）、

た
と
え
、
Ｄ
Ｖ
被
害
に
つ
い
て
は
十
分
な
証
拠
が
提
示
さ
れ
て
い
て
も
、
申
請
者
自
身
に
捜
査
協

力
す
る
意
思
が
あ
っ
て
も
、
特
定
の
証
明
書
が
準
備
で
き
な
れ
ば
Ｕ
ビ
ザ
申
請
は
受
理
さ
れ
な
い
結
果
と
な
っ
て
し
ま
う（

51
）。

さ
ら
に
、
こ
の
証
明
書
は
、
特
定
の
司
法
行

政
機
関
長（

52
）の

署
名
を
持
っ
て
公
布
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
の
よ
う
な
司
法
行
政
機
関
に
ア
ク
セ
ス
す
る
こ
と
が
困
難
な
被
害
者
に
と
っ
て
は
、
ハ
ー
ド
ル

が
高
い
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
当
該
司
法
行
政
機
関
に
お
い
て
は
、
そ
も
そ
も
外
国
人
Ｄ
Ｖ
被
害
者
が
お
か
れ
て
い
る
特
別
な
状
況
や
Ｕ
ビ
ザ
に
関
す
る
情
報
が
十
分
に
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行
き
渡
っ
て
お
ら
ず
、
証
明
書
を
交
付
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
制
定
も
遅
れ
て
い
る
た
め（

53
）、

た
と
え
認
定
行
政
機
関
に
被
害
者
が
た
ど
り
着
い
て
も
、
審
査
官
の
裁
量
に

よ
り（

54
）、

証
明
書
の
交
付
を
受
け
ら
れ
な
い
と
い
う
事
態
も
発
生
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
Ｕ
ビ
ザ
が
目
指
し
た
被
害
者
救
済
と
い
う
目
的
に
反
す
る
結
果
が
生
じ
て
い
る
。

（
2
）
地
方
行
政
に
お
け
る
外
国
人
被
害
者
に
対
す
る
差
別
、
無
理
解

上
述
の
と
お
り
、
Ｖ
Ａ
Ｗ
Ａ
が
制
定
さ
れ
て
一
七
年
が
経
過
し
、
連
邦
レ
ベ
ル
で
は
、
外
国
人
Ｄ
Ｖ
被
害
者
の
特
別
な
ニ
ー
ズ
に
配
慮
し
た
制
度
作
り
が
進
め
ら
れ
て

き
た
が
、
州
お
よ
び
地
方
自
治
体
レ
ベ
ル
で
は
、
外
国
人
女
性
被
害
者
に
対
す
る
救
済
措
置
の
趣
旨
や
詳
細
に
つ
い
て
の
正
し
い
理
解
が
広
ま
っ
て
い
な
い
。
ま
た
、
不

法
滞
在
者
検
挙
強
化
政
策
の
影
響
も
あ
り
、
在
留
資
格
を
失
っ
た
被
害
者
を
さ
ら
に
追
い
込
む
状
況
が
発
生
し
て
い
る
。

被
害
を
受
け
た
外
国
人
の
支
援
等
、
国
内
の
外
国
人
に
対
す
る
支
援
や
保
護
に
関
す
る
施
策
を
担
当
す
る
の
は
国
土
安
全
保
障
省
の
Ｕ
Ｓ
Ｃ
Ｉ
Ｓ
で
あ
る
。
し
か

し
同
省
に
は
、
犯
罪
外
国
人
の
取
締
り
に
よ
り
地
域
の
安
全
を
確
保
す
る
施
策
を
推
進
し
て
い
る
移
民
関
税
施
行
局
（Im

m
igration

 an
d C

u
stom

 E
n

forcem
en

t 

A
gen

cy

、以
下
、Ｉ
Ｃ
Ｅ
と
す
る（

55
）。）

が
あ
り
、省
全
体
と
し
て
は
、Ｉ
Ｃ
Ｅ
に
関
す
る
施
策
を
優
先
す
る
傾
向
に
あ
る
。
そ
の
結
果
、Ｉ
Ｃ
Ｅ
の
地
域
行
政
機
関
を
通
し
て
、

不
法
滞
在
者
に
対
す
る
取
り
締
ま
り
が
厳
し
く
な
り
、
Ｖ
Ａ
Ｗ
Ａ
に
よ
る
保
護
対
象
と
な
る
被
害
者
で
あ
っ
て
も
、
不
法
滞
在
で
あ
る
こ
と
に
焦
点
が
あ
て
ら
れ
、
適
切

な
保
護
に
つ
な
が
っ
て
い
か
な
い
ケ
―
ス
が
多
い（

56
）。

厳
し
い
外
国
人
行
政
の
影
響
を
受
け
、Ｕ
ビ
ザ
証
明
書
交
付
機
関
は
、証
明
書
の
交
付
を
控
え
る
姿
勢
を
と
っ
て
お
り
、

証
明
書
交
付
申
請
前
に
ど
れ
だ
け
充
分
な
準
備
で
き
る
か
が
重
要
と
な
っ
て
い
る（

57
）。

ま
た
、
い
く
つ
か
の
警
察
管
区
で
は
、
Ｕ
ビ
ザ
証
明
書
の
交
付
を
担
当
す
る
部
門
と
、
不
法
滞
在
者
の
強
制
退
去
手
続
き
を
行
う
部
門
が
、
地
方
警
察
の
同
じ
部
局
に

設
置
さ
れ
て
い
る
た
め
混
乱
が
生
じ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
地
方
行
政
機
関
に
お
い
て
、
外
国
人
を
移
民
法
違
反
者
と
し
て
行
政
処
分
の
対
象
と
す
る
の
か
、
被
害
者
と
し

て
保
護
を
優
先
す
べ
き
な
の
か
を
、
的
確
に
見
極
め
る
指
針
の
作
成
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

（
3
）
そ
の
他
の
問
題
点

①
Ｕ
Ｓ
Ｃ
Ｉ
Ｓ
に
お
け
る
長
い
審
理
期
間
と
人
員
不
足

二
つ
の
施
行
規
則
が
導
入
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
、
Ｕ
ビ
ザ
申
請
や
永
住
権
へ
の
資
格
変
更
申
請
が
増
加
し
て
い
る
が
、
各
種
申
請
の
審
理
期
間
の
目
安
が
示
さ
れ
て
い

な
い
た
め
、
被
害
者
お
よ
び
支
援
者
の
間
に
不
安
が
広
が
っ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
、
仮
の
Ｕ
ビ
ザ
申
請
を
し
た
が
数
年
間
審
査
保
留
と
な
っ
て
い
る
被
害
者
に
と
っ
て
は
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心
理
的
、
経
済
的
負
担
が
大
き
く
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
Ｕ
ビ
ザ
に
関
す
る
す
べ
て
の
業
務
を
取
り
扱
う
Ｕ
Ｓ
Ｃ
Ｉ
Ｓ
に
は
、
Ｕ
ビ
ザ
審
査
に
あ
た
る
職
員
が
二
人
し

か
配
置
さ
れ
て
い
な
い
た
め（

58
）、

現
在
の
人
的
、
財
政
的
体
制
で
は
、
迅
速
な
処
理
は
期
待
し
難
い
。

②
情
報
へ
の
ア
ク
セ
ス
、
言
語
能
力

Ｖ
Ａ
Ｗ
Ａ
に
よ
り
、
外
国
人
Ｄ
Ｖ
被
害
者
に
対
す
る
救
済
制
度
が
整
備
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
の
よ
う
な
情
報
が
被
害
者
に
行
き
届
い
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
、
懸
念
さ

れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
各
地
の
民
間
団
体
等
が
多
言
語
支
援
を
実
施
し
て
い
る
が
、
加
害
者
に
よ
り
情
報
へ
の
ア
ク
セ
ス
や
社
会
と
の
繋
が
り
を
持
つ
こ
と
が
制
限
さ
れ

て
い
る
場
合
に
は
、
Ｖ
Ａ
Ｗ
Ａ
に
よ
る
救
済
制
度
を
理
解
し
利
用
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
ま
た
、
暴
力
発
生
後
、
速
や
か
に
多
言
語
支
援
に
つ
な
が
ら
な
か
っ
た
た
め
に
、

被
害
状
況
に
つ
い
て
十
分
に
英
語
で
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
り
、
加
害
者
に
よ
る
誤
っ
た
証
言
を
訂
正
で
き
な
い
こ
と
に
よ
り
、
自
己
に
不
利
な
調
書
が
作
成

さ
れ
て
し
ま
う
場
合
も
あ
る（

59
）。

ま
た
、
Ｄ
Ｖ
の
特
性
や
外
国
人
被
害
者
が
直
面
す
る
問
題
に
つ
い
て
理
解
し
て
い
る
専
門
の
通
訳
者
が
限
ら
れ
て
お
り
、
多
言
語
支
援
機

関
に
つ
な
が
る
こ
と
が
で
き
て
も（

60
）、

被
害
者
が
二
次
被
害
に
受
け
て
い
る
場
合
も
報
告
さ
れ
て
い
る（

61
）。

（
4
）
今
後
の
課
題

こ
の
よ
う
に
、
米
国
で
は
、
一
九
九
〇
年
代
か
ら
外
国
人
Ｄ
Ｖ
被
害
者
が
直
面
す
る
問
題
に
注
目
し
、
特
別
な
在
留
資
格
制
度
を
導
入
す
る
な
ど
、
外
国
人
Ｄ
Ｖ
被
害

者
の
救
済
に
関
す
る
取
り
組
み
を
進
め
ら
れ
て
き
た
。
こ
の
間
、
数
回
の
法
改
正
が
行
わ
れ
、
対
象
者
の
拡
大
や
特
別
な
救
済
制
度
へ
の
申
請
要
件
の
緩
和
な
ど
が
行
わ

れ
き
た
が
、
施
行
規
則
の
導
入
が
大
幅
に
遅
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
各
所
で
さ
ま
ざ
ま
な
歪
み
が
表
出
し
て
い
る
。
特
に
、
暴
力
を
受
け
た
外
国
人
女
性
の
た
め
の
特
別
な

制
度
が
、
被
害
者
救
済
を
第
一
義
に
お
い
た
も
の
で
は
く
、
犯
罪
捜
査
や
加
害
者
訴
追
の
促
進
が
主
な
目
的
と
さ
れ
て
い
る
た
め
、
状
況
が
複
雑
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、

多
言
語
で
の
支
援
に
つ
い
て
も
、
全
国
レ
ベ
ル
で
数
多
く
提
供
さ
れ
て
い
る
が
、
Ｄ
Ｖ
に
つ
い
て
十
分
な
知
識
を
も
っ
て
い
る
通
訳
者
が
少
な
く
、
被
害
者
が
二
次
被
害

を
う
け
る
結
果
が
生
じ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
問
題
に
対
し
、
国
土
安
全
保
障
省
の
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
は
、
捜
査
協
力
証
明
書
の
撤
廃
や
、
専
門
性
の
高
い
通
訳
者
の
養
成

が
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る（

62
）。
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お
わ
り
に

日
本
で
は
、
こ
れ
ま
で
、
外
国
人
Ｄ
Ｖ
被
害
者
に
対
す
る
救
済
策
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
進
歩
が
み
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
近
年
、
そ
の
傾
向
が
変
わ
り
つ
つ
あ
る
。

二
〇
一
〇
年
一
二
月
一
七
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
「
第
三
次
男
女
共
同
参
画
基
本
計
画
」
で
は
、
基
本
的
方
向
と
具
体
的
施
策
の
一
分
野
と
し
て
、「
高
齢
者
、
障
害
者
、

外
国
人
等
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
環
境
の
整
備
」
が
盛
り
こ
ま
れ
、
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
に
つ
い
て
は
、
多
言
語
相
談
体
制
の
整
備
等
に
む
け
て
取
り
組
む
姿
勢
が
初
め

て
基
本
計
画
で
示
さ
れ
た
。
ま
た
、
法
務
省
の
通
知
や
通
達
に
よ
り
、
外
国
人
女
性
被
害
者
が
お
か
れ
て
い
る
状
況
に
配
慮
し
た
対
応
を
行
う
環
境
作
り
が
進
め
ら
れ
て

き
て
い
る
。
特
に
、
二
〇
〇
八
年
の
法
務
省
通
達（

63
）に

よ
り
、
Ｄ
Ｖ
被
害
者
で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
在
留
資
格
の
審
査
お
よ
び
退
去
強
制
手
続
き
に
つ
い
て
、

特
別
な
配
慮
を
行
う
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
外
国
人
Ｄ
Ｖ
被
害
者
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
の
改
善
に
む
け
て
、
よ
う
や
く
政
府
レ
ベ
ル
で
の
取
り
組
み
が
一

歩
前
進
し
た
が
、
地
方
レ
ベ
ル
で
は
、
対
応
が
統
一
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
り
、
被
害
者
に
正
確
な
情
報
が
伝
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
に
よ
り
、
被
害
が
潜
在
化
し
て
い
る
可

能
性
が
あ
り
、
今
後
の
動
向
に
引
き
続
き
注
視
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
今
回
は
、
諸
外
国
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
、
米
国
を
中
心
に
み
て
き
た
が
、
外
国
人
Ｄ
Ｖ
被

害
者
に
対
し
、米
国
と
は
違
っ
た
ア
プ
ロ
ー
チ
を
し
て
い
る
国
々
の
取
り
組
み
や
課
題
等
を
調
査
し
、日
本
に
お
け
る
問
題
等
の
解
決
に
む
け
て
、ど
の
よ
う
な
手
法
が
も
っ

と
も
適
切
で
あ
る
が
、
継
続
し
て
検
証
し
て
い
き
た
い
。

注（
1
）
こ
の
間
、
一
貫
し
て
増
加
傾
向
に
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
一
九
九
五
年
二
・
六
％
（
二
〇
、七
八
七
件
）、
二
〇
〇
五
年
四
・
六
％
（
三
三
、一
一
六
件
）
と
多
少
の
増
減
が
み
ら
れ
た
。「
夫
婦
の
国

籍
別
に
み
た
婚
姻
件
数
の
年
次
推
移
」
人
口
動
態
統
計
、
厚
生
労
働
省
。

（
2
）
一
方
、
二
〇
〇
九
年
度
に
お
け
る
日
本
人
妻
、
外
国
人
夫
の
離
婚
件
数
は
、
三
、八
三
四
件
で
、
全
体
の
一
・
五
％
で
あ
っ
た
。「
夫
婦
の
国
籍
別
に
み
た
離
婚
件
数
の
年
次
推
移
」
人
口
動
態
統
計
、

厚
生
労
働
省
。

（
3
）
渉
外
事
件
に
お
け
夫
側
の
申
て
理
由
の
上
位
に
は
、「
性
格
が
合
わ
な
い
」
の
次
に
、「
異
性
関
係
」、「
異
常
性
格
」、「
同
居
に
応
じ
な
い
」、「
暴
力
を
振
る
う
」
で
あ
っ
た
。
婚
姻
関
係
事
件
数
《
渉

外
》
―
申
立
て
動
機
別
申
立
人
別
―
全
裁
判
所
、
平
成
二
一
年
度
司
法
統
計
、
最
高
裁
判
所
。

（
4
）
し
か
し
、
こ
の
背
景
に
は
、
平
成
一
七
年
（
二
〇
〇
五
年
）
お
よ
び
平
成
一
八
年
（
二
〇
〇
六
年
）
に
興
行
ビ
ザ
の
上
陸
強
化
基
準
が
厳
格
化
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
偽
装
結
婚
が
増
え
た
と
い

う
見
解
も
あ
る
。「
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
七
条
第
一
項
第
二
号
の
基
準
を
定
め
る
省
令
」
平
成
一
七
年
改
正
二
月
一
五
日
改
正
（
三
月
一
五
日
施
行
）、
改
正
平
成
一
八
年
三
月
一
三
日

改
正
（
六
月
一
日
施
行
）。
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（
5
）
二
〇
〇
九
年
度
に
お
け
る
婚
姻
、
離
婚
の
国
籍
の
内
訳
は
、
婚
姻
で
は
、
中
国
（
一
二
、七
三
三
三
件
）、
フ
ィ
リ
ピ
ン
（
五
、七
五
五
件
）、
韓
国
・
朝
鮮
（
四
、一
一
三
件
）、
タ
イ
（
一
、一
二
五
件
）、

ブ
ラ
ジ
ル
（
二
七
三
件
）。
離
姻
で
は
、
中
国
（
五
、八
一
四
件
）、
フ
ィ
リ
ピ
ン
（
四
、七
一
四
件
）、
韓
国
・
朝
鮮
（
二
、六
八
一
件
）、
タ
イ
（
八
二
八
件
）、
ブ
ラ
ジ
ル
（
九
二
件
）
で
あ
っ
た
。「
夫

婦
の
国
籍
別
に
み
た
離
婚
件
数
の
年
次
推
移
」
人
口
動
態
統
計
、
厚
生
労
働
省
。

（
6
）
法
務
省
が
公
表
し
て
い
る
更
新
時
に
提
出
等
が
必
要
な
書
類
と
し
て
は
、日
本
人
配
偶
者
の
戸
籍
謄
本
、住
民
税
納
税
証
明
証
、身
元
保
証
書
、住
民
票
の
写
し
、身
元
保
証
人
の
印
鑑
な
ど
が
あ
る
。

（
7
）
そ
の
他
、
外
国
人
被
害
者
の
出
身
国
の
文
化
風
習
な
ど
を
否
定
す
る
、
文
化
的
暴
力
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
も
あ
る
。

（
8
）「
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
及
び
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
」（
平
成
二
一
年
七
月

一
五
日
交
付
）。

（
9
）
ま
た
、
Ｄ
Ｖ
加
害
者
の
も
と
を
離
れ
て
自
立
し
よ
う
と
し
て
も
、
子
が
日
本
国
籍
を
取
得
し
て
い
な
い
た
め
、「
日
本
人
の
配
偶
者
等
」
の
対
象
外
と
さ
れ
、
日
本
に
滞
在
し
つ
づ
け
る
こ
と
は
非

常
に
厳
し
い
。

（
10
）「
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
六
二
条
第
二
項
に
基
づ
く
通
報
義
務
の
解
釈
に
つ
い
て
（
通
知
）」
法
務
省
管
総
第
一
六
七
一
号
、
平
成
一
五
年
一
一
月
一
七
日
。

（
11
）
被
害
者
は
、
日
本
語
を
習
得
す
る
こ
と
に
よ
り
、
生
活
に
必
要
な
情
報
を
得
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
が
、
加
害
者
か
ら
日
本
語
教
室
等
に
通
う
こ
と
を
制
限
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
り
、
Ｄ
Ｖ
被
害

者
支
援
に
関
す
る
諸
情
報
が
届
き
に
く
い
場
合
も
あ
る
。

（
12
）C

on
clu

din
g observation

s of th
e C

om
m

ittee on
 th

e E
lim

in
ation

 of D
iscrim

in
ation

 again
st W

om
en

, Japan
, C

E
D

A
W

/C
/JA

P
/C

O
/6, 7  A

u
gu

st 2009, para32.

（
13
）D

ivision
 for A

dvan
cem

en
t of W

om
en

, H
an

dbook for L
egislation

 on
 V

iolen
ce A

gain
st W

om
en

, U
n

ited N
ation

, 2010,p.34.

（
14
）
Ｖ
Ａ
Ｗ
Ａ
に
よ
り
、
女
性
に
対
す
る
暴
力
に
関
す
る
包
括
的
な
取
組
み
が
初
め
て
示
さ
れ
た
。
具
体
的
に
は
、
Ｄ
Ｖ
、
デ
ー
ト
Ｄ
Ｖ
、
性
暴
力
、
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
の
加
害
者
処
罰
の
強
化
、
お
よ

び
地
域
に
お
け
る
被
害
者
支
援
体
制
の
拡
充
に
つ
い
て
ま
と
め
ら
れ
、
全
国
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
等
の
設
置
な
ど
が
行
わ
れ
た
。V

iolen
ce A

gain
st W

om
en

 A
ct, P

u
b. L

. N
o. 104-208 S

tat. 1902.

（
15
）
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
、
外
国
人
女
性
に
対
す
る
Ｄ
Ｖ
に
関
す
る
統
計
は
国
レ
ベ
ル
で
は
な
い
。
二
〇
〇
三
年
に
全
国
レ
ベ
ル
で
女
性
に
対
す
る
暴
力
に
関
す
る
調
査
が
行
わ
れ
た
。
調
査
は
、
電
話
を

使
っ
て
行
わ
れ
た
が
、
使
用
言
語
が
英
語
も
し
く
は
フ
ラ
ン
ス
語
で
あ
っ
た
め
、
こ
れ
ら
の
言
語
を
話
す
こ
と
が
で
き
な
い
被
害
者
は
、
統
計
上
に
正
し
く
反
映
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
見
解
が
示

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
問
題
点
と
し
て
は
、
申
請
基
準
が
厳
し
い
こ
と
、
決
定
が
移
民
局
の
裁
量
に
ま
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
等
が
挙
げ
ら
れ
て
い
るS

u
san

 M
aD

on
ald, N

ot in
 th

e N
u

m
bers 

– D
om

estic V
iolen

ce an
d Im

m
igran

t W
om

en
-, C

A
N

A
D

IA
N

 W
O

M
E

N
 S

T
U

D
IE

S, V
olu

m
 19, N

u
m

ber 3, p.165.

（
16
）M

erch
an

t, M
u

n
ira, A

 C
om

parative S
tu

dy of A
gen

cies A
ssistin

g D
om

estic V
iolen

ce: D
ose th

e S
ou

th
 A

sian
 C

om
m

u
n

ity H
ave S

pecial N
eed? , Jou

rn
al of S

ocial 

D
istress an

d th
e H

om
eless, V

ol.9, N
o.3, 2000, H

u
m

an
 S

ervice P
ress, p250.

（
17
）M

erch
an

t, M
u

n
ira, A

 C
om

parative S
tu

dy of A
gen

cies A
ssistin

g D
om

estic V
iolen

ce: D
ose th

e S
ou

th
 A

sian
 C

om
m

u
n

ity H
ave S

pecial N
eed? , Jou

rn
al of S

ocial 

D
istress an

d th
e H

om
eless, V

ol.9, N
o.3, 2000, H

u
m

an
 S

ervice P
ress, p254.

（
18
）
古
谷
恵
美
子
、
北
村
聡
子
「
外
国
人
Ｄ
Ｖ
被
害
者
に
対
す
る
米
国
移
民
法
上
の
保
護
に
つ
い
て
」
移
民
政
策
研
究
、
二
〇
〇
九
年
一
号
、
一
〇
五
頁
。

（
19
）
米
国
市
民
等
で
あ
る
配
偶
者
の
収
入
等
の
財
産
状
況
を
示
す
書
類
や
、
援
助
宣
誓
供
述
書
（A

ffidavit of S
u

pport

）
な
ど
。

（
20
）8  U

.S.C
 §
1254

（a

）（c

）、§
212

（a

）（6 

）（A

）（i

）.

（
21
）「
弁
護
士
や
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
等
の
専
門
家
が
代
理
し
て
い
る
場
合
は
、「
加
害
者
が
被
害
者
を
本
国
ま
で
追
っ
て
き
た
場
合
、
ア
メ
リ
カ
の
保
護
命
令
の
管
轄
外
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
被
害
の

危
険
性
が
高
ま
る
」、「
被
害
者
の
本
国
に
は
Ｄ
Ｖ
被
害
者
を
救
済
す
る
た
め
の
効
果
的
な
施
策
が
な
い
」、「
子
の
親
権
を
失
う
」、「
健
康
上
の
問
題
」
と
い
っ
た
様
々
な
事
情
を
主
張
す
る
こ
と
に

よ
り
認
め
ら
れ
て
き
た
が
、
こ
れ
ら
の
専
門
家
の
サ
ポ
ー
ト
を
受
け
ら
れ
な
い
ま
ま
で
自
分
で
申
請
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
か
か
る
十
分
な
証
言
、
立
証
が
で
き
な
い
た
め
に
、
申
請
が
認
め
ら
れ

な
い
少
な
く
な
か
っ
た
。10  A

m
erican

 U
n

iversity Jou
rn

al of G
en

der, S
ocial P

olicy an
d th

e L
aw

, 95  L
eslye E

. O
rloff &

 Jan
ice V. K

agu
yu

tan
., O

fferin
g a H

elpin
g h

an
d: 
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L
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 H
istory of L

egislative R
espon
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（
22
）B

attered Im
m
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om

en P
rotection A
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earing on H

.R
. 3083 B
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m
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m
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om

m
. on the Judiciary, 

106
th C

on
g. 91, 2000.

（
23
）G

oldm
an

, M
au

rice, T
H
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L
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N
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E
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E
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, V
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o.3, 1997, p210.

（
24
）G

oldm
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, M
au

rice, T
H
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L
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N
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E
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G
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A
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N
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N
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IL
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N

 

C
O

U
R

T
S

 R
E

V
IE

W
, V

ol37 N
o.3, 1997, p379.

（
25
）S

tow
ski, L

ori R
om

eyn
, C

on
gress G

iveth
, C

on
gress T

aketh
 A

w
ay, C

on
gress F

ixed Its M
istake? A

ssessin
g th

e P
oten

tial Im
pact of th

e B
attered Im

m
igran

t W
om

en
 

P
rotection

 A
ct of 2000, L

aw
 an

d In
equ

ality, V
ol.19 N

o.259, 2001, p279.

（
26
）P

u
b.L

 106-386, T
itle V, B

attered Im
m

igran
t W

om
en

, 2000.

（
27
）
ま
た
、
加
害
者
が
死
亡
し
た
場
合
も
、
死
亡
後
二
年
間
は
申
請
可
能
と
さ
れ
た
。8  U

.S.C
 §
1154

（a

）（1 

）（A

）（ⅲ

）（2000

）.

（
28
）
こ
れ
に
よ
り
、
加
害
者
に
婚
姻
歴
が
あ
る
場
合
に
、
申
請
者
に
提
出
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
た
、「
加
害
者
の
前
婚
の
離
婚
証
明
証
」
の
提
出
も
、
併
せ
て
免
除
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
改

正
に
よ
り
、
重
婚
の
被
害
者
の
み
な
ら
ず
、
離
婚
歴
の
あ
る
加
害
者
と
婚
姻
し
た
被
害
者
す
べ
て
が
恩
恵
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。

（
29
）
Ｕ
ビ
ザ
の
対
象
と
な
る
犯
罪
行
為
は
、A

bdu
ction

, A
bu

sive S
exu

al C
on

tact, B
lackm

ail, D
om

estic V
iolen

ce, E
xtortion

, False Im
prison

m
en

t, F
em

ale G
en

ital M
u

tilation
, 

P
erju

ry, F
elon

iou
s A

ssau
lt, H

ostage T
aken

, In
cest, P

eon
age, In

volu
n

tary S
ervitu

de, K
idn

appin
g, M

an
slau

gh
ter, R

ape, M
u

rder, O
bstru

ction
 of Ju

stice, W
itn

ess 

T
am

perin
g, P

rostitu
tion

, S
exu

al A
ssau

lt, S
lave T

rade, T
ortu

re, T
raffickin

g, S
exu

al E
xploitation

, U
n

law
fu

l C
rim

in
al R

estrain
t, O

th
er R

elated C
rim

e.

（
30
）
人
身
取
引
の
被
害
者
で
、
捜
査
上
、
被
害
者
か
ら
の
協
力
が
継
続
し
て
必
要
だ
と
認
め
ら
れ
た
場
合
は
、
四
年
の
制
限
滞
在
期
間
が
延
長
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。

（
31
）IN

A
 sec 214

（p

）（2 

）, 8  U
.S.C

 §
1184

（p

）（2 

）.

（
32
）S

tow
ski, L

ori R
om

eyn
, C

on
gress G

iveth
, C

on
gress T

aketh
 A

w
ay, C

on
gress F

ixed Its M
istake? A

ssessin
g th

e P
oten

tial Im
pact of th

e B
attered Im

m
igran

t W
om

en
 

P
rotection

 A
ct of 2000, L

aw
 an

d In
equ

ality, V
ol.19 N

o.259, 2001, p304.

（
33
）
古
屋
恵
美
子
、
木
村
聡
子
「
外
国
人
Ｄ
Ｖ
被
害
者
に
対
す
る
ア
メ
リ
カ
移
民
法
上
の
保
護
に
つ
い
て
」
移
民
政
策
研
究
、
二
〇
〇
九
年
一
号
、
一
一
四
頁
。

（
34
）
古
屋
恵
美
子
、
木
村
聡
子
「
外
国
人
Ｄ
Ｖ
被
害
者
に
対
す
る
ア
メ
リ
カ
移
民
法
上
の
保
護
に
つ
い
て
」
移
民
政
策
研
究
、
二
〇
〇
九
年
一
号
、
一
一
四
頁
。

（
35
）IIR

A
R

R
A

三
八
四
条
。
そ
の
後
、
一
九
九
六
年
改
正
移
民
法
で
は
、
Ｕ
Ｓ
Ｃ
Ｉ
Ｓ
の
審
査
官
が
、
外
国
人
Ｄ
Ｖ
被
害
者
及
び
そ
の
子
の
情
報
を
第
三
者
に
対
し
て
許
可
な
く
開
示
す
る
こ
と
、
お

よ
び
退
去
強
制
手
続
き
に
際
し
、
Ｄ
Ｖ
加
害
者
の
情
報
だ
け
に
基
づ
い
て
被
害
者
に
不
利
な
判
断
を
下
す
こ
と
が
禁
じ
ら
れ
た
。

（
36
）Illegal Im

m
igration

 R
eform

 an
d Im

m
igration

 R
espon

sibility A
ct

（IR
A

IR
A

）P
u

b.L
.N

o. 104-208, 110 S
tat. 3000-546

（1996

）§
133

（codified at 8  U
.S.C

 §
1357

（g

））.

（
37
）
そ
の
他
、
入
国
の
際
に
健
康
診
断
書
を
提
出
し
て
い
な
い
も
の
等
。

（
38
）Ｖ
Ｓ
Ｃ
は
、Ｖ
Ａ
Ｗ
Ａ
に
よ
る
特
別
な
在
留
資
格
に
関
す
る
申
請
お
よ
び
審
査
機
関
と
し
て
設
立
さ
れ
た
。
Ｖ
Ｓ
Ｃ
に
は
、Ｖ
Ａ
Ｗ
Ａ
に
基
づ
く
在
留
資
格
自
己
申
請
、退
去
強
制
停
止
申
請
、Ｕ
ビ
ザ
・

Ｔ
ビ
ザ
申
請
を
専
門
的
に
取
り
扱
う
部
門
（
Ｖ
Ａ
Ｗ
Ａ
ユ
ニ
ッ
ト
）
が
設
置
さ
れ
、
そ
こ
で
は
申
請
者
か
ら
提
出
さ
れ
た
書
類
に
基
づ
き
審
査
が
進
め
ら
れ
る
。
申
請
者
に
対
す
る
面
接
は
行
わ
れ

な
い
。
Ｖ
Ａ
Ｗ
Ａ
ユ
ニ
ッ
ト
の
職
員
に
は
、
女
性
に
対
す
る
暴
力
に
関
す
る
研
修
が
定
期
的
に
行
わ
れ
て
い
る
。

（
39
）N

ew
 C

lasigication
 for V

ictim
 of C

rim
in

al A
ctivity; E

ligibility for ‘U
’ N

on
im

m
igran

t S
tatu

s, 72  F
ed. R

eg. 53014, S
ep 17, 2007.

（
40
）U

S
C

IS
 In

terim
 F

in
al R

u
le “A

dju
stm

en
t of S

tatu
s to L

aw
fu

l P
erm

an
en

t R
esiden

t for A
lian

 in
 T

 or U
 N

on
im

m
igran

t S
tatu

s ” , 73  F
ed. R

eg.75540, D
ec 12, 2008. 
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E
ffective Jan

u
ary 12, 2009.

（
41
）
こ
の
暫
定
施
行
規
則
の
施
行
が
著
し
く
遅
れ
た
理
由
と
し
て
は
、
Ｕ
Ｓ
Ｃ
Ｉ
Ｓ
は
、
在
留
資
格
変
更
は
複
雑
で
あ
り
、
法
的
、
政
策
的
に
も
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
が
多
い
。
こ
の
よ
う

な
課
題
の
解
決
に
は
、
異
な
る
関
係
機
関
間
の
協
議
を
重
ね
る
必
要
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
関
係
機
関
の
理
解
を
得
な
け
れ
ば
、
新
し
い
規
則
を
導
入
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
Ｕ
ビ
ザ
か
ら
の
資
格
変

更
手
続
き
は
移
民
法
の
中
で
も
特
殊
で
あ
り
、
他
の
移
民
法
、
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
被
害
者
の
脆
弱
性
に
留
意
し
つ
つ
、
こ
の
よ
う
な
被
害
者
を
救
済
す
る
た
め
に
、
健
全
な
手
続
き
を
熟
考
し

た
い
た
め
と
説
明
し
て
い
た
。U

S
C

IS
 P

ress R
elease, “Fact S

h
eet: U

S
C

IS
 P

u
blish

es N
ew

 R
u

le for N
on

im
m

igran
t V

ictim
s of H

u
m

an
 T

raffickin
g an

d S
pecified C

rim
in

al 

A
ctivity ”, D

ec. 8. 2008.

（
42
）O

ffice of th
e C

itizen
sh

ip an
d Im

m
igration

 S
ervice O

m
bu

dsm
an

, Im
provin

g th
e P

rocess for V
ictim

s of H
u

m
an

 T
raffickin

g an
d

 C
ertain

 C
rim

in
al A

ctivity: T
h

e T
 

an
d

 U
 visa, Jan

u
ary 29, 2009, p.4.

（
43
）O

ffice of th
e C

itizen
sh

ip an
d Im

m
igration

 S
ervice O

m
bu

dsm
an

, Im
provin

g th
e P

rocess for V
ictim

s of H
u

m
an

 T
raffickin

g an
d

 C
ertain

 C
rim

in
al A

ctivity: T
h

e T
 

an
d

 U
 visa, Jan

u
ary 29, 2009, p.6.

（
44
）
在
留
資
格
の
喪
失
や
、
申
請
費
用
免
除
に
関
す
る
規
定
を
含
む
。

（
45
）
仮
の
Ｕ
ビ
ザ
を
取
得
し
た
も
の
は
、
公
的
扶
助
の
受
給
資
格
が
認
め
ら
れ
る
が
、
永
住
権
取
得
申
請
の
条
件
と
し
て
、
公
的
扶
助
を
受
給
し
て
い
な
い
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
た
た
め
、
公
的
扶
助

を
受
け
る
こ
と
を
控
え
る
被
害
者
も
い
た
。
こ
の
条
件
は
、
そ
の
後
緩
和
さ
れ
た
が
、
そ
の
情
報
が
被
害
者
に
伝
わ
っ
て
い
る
か
ど
う
か
は
定
か
で
は
な
い
。

（
46
）
Ｕ
Ｓ
Ｃ
Ｉ
Ｓ
は
、
す
で
に
、
仮
の
Ｕ
ビ
ザ
が
認
め
ら
れ
て
い
る
被
害
者
に
つ
い
て
は
、
再
審
査
は
行
わ
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
。
ま
た
Ｕ
ビ
ザ
申
請
者
の
在
留
資
格
変
更
が
認
め
ら
れ
ま
で
、
滞

在
の
延
長
を
認
め
る
こ
と
も
発
表
さ
れ
た
。U

S
C

IS
 U

pdate, U
S

C
IS

 A
N

N
O

U
N

C
E

S
 U

P
D

A
T

E
 F

O
R

 P
R

O
C

E
S

S
IN

G
 P

E
T

IT
IO

N
S

 F
O

R
 N

O
N

IM
M

IG
R

A
N

T
 V

IC
T

IM
S

 O
F

 

C
R

IM
IN

A
L

 A
C

T
IV

IT
Y

 U
-visas  provid

e tem
porary im

m
igration

 ben
efits to victim

s w
h

o h
elp law

 en
forcem

en
t, U

S
C

IS, A
pril 10, 2008.

（
47
）S

ection1513

（f

）of B
IW

P
A

.

そ
の
他
、
ナ
チ
関
係
者
で
な
い
こ
と
等
。212

（a

）（3 

）（E

）.

（
48
）
Ｔ
ビ
ザ
の
場
合
の
移
行
期
間
は
九
〇
日
間
と
さ
れ
た
。
し
か
し
、
申
請
に
必
要
な
書
類
を
準
備
す
る
こ
と
が
困
難
な
状
況
を
鑑
み
る
と
、
Ｕ
ビ
ザ
、
Ｔ
ビ
ザ
と
も
に
、
こ
の
移
行
期
間
は
短
す
ぎ
る

と
い
う
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
49
）W

h
en

 creatin
g th

e “ an
y credible eviden

ce ” stan
dard, C

on
gress recogn

ized th
at spou

sal violen
ce, crim

e victim
ization

, an
d traffickin

g u
n

iqu
ely affect a person

’s 

ability to explain
 or docu

m
en

ts th
e victim

’s case. A
s th

e IN
S

 O
ffice of th

e G
en

eral C
ou

n
sel h

as n
oted, th

e pu
rpose of th

is flexibility in
 eviden

ce ru
le is to take in

 

to accou
n

t th
e experien

ce of victim
ization

;

（
50
）8  C

.F.R
. §
214.14

（a

）（3 

）（i

）（2008

）.

（
51
）
Ｔ
ビ
ザ
も
Ｕ
ビ
ザ
も
、
と
も
に
、
捜
査
に
協
力
的
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
Ｕ
ビ
ザ
申
請
者
の
み
申
請
時
に
特
定
認
定
機
関
の
認
証
を
得
たF

orm
 I-918

を
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
52
）M

em
oran

du
m

 from
 P

au
l W

. V
irtu

e, O
ffice of G

en
eral C

ou
n

sel, "E
xtrem

e H
ardsh

ip" an
d D

ocu
-m

en
tary R

equ
irem

en
ts In

volvin
g B

attered S
pou

ses an
d C

h
ildren

 

to T
erran

ce O
'R

eilly, D
irector, A

dm
in

istrative A
ppeals O

ffice

（O
ct. 16, 1998

）, at 7-8, reprin
ted in

 1  IN
S

 A
N

D
 D

O
J L

E
G

A
L

 O
P

IN
IO

N
S

 §
 98-14

（Jan
. 25, 1999

）..

（
53
）S

R
E

E
H

A
R

S
H

A
. K

avith
a, V

IC
T

IM
S

' R
IG

H
T

S
 U

N
R

A
V

E
L

IN
G

: T
H

E
 IM

P
A

C
T

 O
F

 L
O

C
A

L
 IM

M
IG

R
A

T
IO

N
 E

N
F

O
R

C
E

M
E

N
T

 P
O

L
IC

IE
S

 O
N

 T
H

E
 V

IO
L

E
N

C
E

 

A
G

A
IN

S
T

 W
O

M
E

N
 A

C
T

, T
h

e G
eorgetow

n
 Jou

rn
al of G

en
der an

d th
e L

aw
, V

ol649, p.669.

（
54
）
ま
た
、
担
当
官
に
よ
っ
て
、
被
害
の
種
類
に
よ
っ
て
対
応
が
変
わ
る
場
合
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
性
的
暴
行
の
場
合
は
積
極
的
に
対
応
す
る
が
、
Ｄ
Ｖ
の
場
合
は
軽
視
す
る
と
い
う
も
の
も
い
る
。

（
55
）
Ｉ
Ｃ
Ｅ
の
業
務
は
、A

greem
en

t in
 C

om
m

u
n

ities to E
n

h
an

ce S
afety an

d S
ecu

rity

（A
C

C
E

S
S

）
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
て
お
り
、
Ｉ
Ｃ
Ｅ
が
そ
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
を
遂
行
す
る
た
め
の
土
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台
と
な
っ
て
い
る
。
主
な
取
組
み
と
し
て
は
、287

（g

）
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
地
域
保
全
プ
ロ
グ
ラ
ム
（th

e S
ecu

re C
om

m
u

n
ities program

m
e

）、
犯
罪
外
国
人
プ
ロ
グ
ラ
ム
（th

e C
rim

in
al 

A
lien

 P
rogram

m
e

（C
A

P

））
が
含
ま
れ
る
。

（
56
）
こ
の
よ
う
な
、
厳
し
い
入
国
管
理
行
政
が
地
域
に
広
ま
る
こ
と
に
よ
り
、
外
国
人
の
犯
罪
被
害
者
は
、
大
き
な
外
国
人
政
策
に
関
す
る
議
論
の
中
で
置
き
去
り
に
さ
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
本
当
の

加
害
者
が
誰
な
の
か
、
さ
ら
に
曖
昧
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。S

R
E

E
H

A
R

S
H

A
. K

avith
a, V

IC
T

IM
S

' R
IG

H
T

S
 U

N
R

A
V

E
L

IN
G

: T
H

E
 IM

P
A

C
T

 O
F

 L
O

C
A

L
 IM

M
IG

R
A

T
IO

N
 

E
N

F
O

R
C

E
M

E
N

T
 P

O
L

IC
IE

S
 O

N
 T

H
E

 V
IO

L
E

N
C

E
 A

G
A

IN
S

T
 W

O
M

E
N

 A
C

T
, T

h
e G

eorgetow
n

 Jou
rn

al of G
en

der an
d th

e L
aw

, V
ol649, p.669.

（
57
）
こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
、
弁
護
士
は
、
被
害
者
か
ら
の
相
談
を
う
け
る
と
、
ま
ず
被
害
者
に
対
し
、
緊
急
に
こ
の
養
育
や
監
護
に
関
す
る
取
り
決
め
や
、
重
要
な
書
類
を
常
に
携
帯
、
家

族
や
友
人
に
、
こ
れ
か
ら
Ｕ
ビ
ザ
証
明
書
交
付
申
請
を
行
う
こ
と
の
通
知
、
被
害
届
を
作
成
す
る
際
に
必
ず
弁
護
士
を
同
行
さ
せ
る
こ
と
等
を
ア
ド
バ
イ
ス
す
る
が
、
こ
れ
ら
の
ア
ド
バ
イ
ス
通

り
に
行
動
で
き
る
被
害
者
は
一
握
り
で
あ
る
。
ま
た
、
多
く
の
被
害
者
は
、
こ
の
よ
う
な
弁
護
士
等
の
支
援
者
に
た
ど
り
着
く
こ
と
す
ら
で
き
ず
、
家
族
等
に
被
害
に
つ
い
て
知
ら
せ
な
く
な

い
も
の
が
多
い
こ
と
か
ら
被
害
の
潜
在
化
を
招
い
て
い
る
。S

R
E

E
H

A
R

S
H

A
. K

avith
a, V

IC
T

IM
S

' R
IG

H
T

S
 U

N
R

A
V

E
L

IN
G

: T
H

E
 IM

P
A

C
T

 O
F

 L
O

C
A

L
 IM

M
IG

R
A

T
IO

N
 

E
N

F
O

R
C

E
M

E
N

T
 P

O
L

IC
IE

S
 O

N
 T

H
E

 V
IO

L
E

N
C

E
 A

G
A

IN
S

T
 W

O
M

E
N

 A
C

T
, T

h
e G

eorgetow
n

 Jou
rn

al of G
en

der an
d th

e L
aw

, V
ol649, p.669.

（
58
）
二
〇
〇
八
年
一
〇
月
現
在
。

（
59
）
家
族
、
隣
人
、
知
り
合
い
等
を
通
訳
と
し
て
使
う
と
、
同
様
の
状
況
が
発
生
す
る
。N

an
cy K

.D
. L

em
on

, A
ccess to Ju

stice: C
an

 D
om

estic V
iolen

ce C
ou

rt B
etter A

d
d

ress th
e N

eed
 

of N
on

-E
n

glish
 S

peakin
g V

ictim
 of D

om
estic V

iolen
ce?, B

erkeley Jou
rn

al of G
en

der, L
aw

 am
d Ju

stice 38, p5.

（
60
）P

atricia S
im

m
s, Im

m
igran

t W
om

en
 F

ace U
n

iqu
e R

isk of A
bu

se, W
IS

C
. S

T
A

T
E

 JO
U

R
N

A
L

, O
ct. 10, 2008.

（
61
）
そ
の
他
、
裁
判
所
は
、
刑
事
事
件
の
際
に
は
、
通
訳
者
を
あ
て
が
う
が
、
民
事
の
場
合
は
、
ほ
と
ん
ど
な
い
。
被
害
者
は
、
高
い
通
訳
費
用
を
は
ら
え
な
い
の
で
、
自
己
の
主
張
を
正
し
く

裁
判
官
等
に
伝
え
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
結
果
、
不
利
な
状
況
を
招
く
。R

u
n

n
er et al., IN

T
IM

A
T

E
 P

A
R

T
N

E
R

 V
IO

L
E

N
C

E
 IN

 IM
M

IG
R

A
N

T
 A

N
D

 R
E

F
U

G
E

E
 

V
O

M
M

U
N

IT
IE

S
: C

H
A

L
L

E
N

G
E

S
, P

R
O

M
IS

IN
G

 P
R

A
C

T
IC

E
S

 A
N

D
 R

E
C

O
M

M
E

N
D

A
T

IO
N

S
, 2009, R

obert W
ood Joh

n
son

 F
ou

n
dation

, P.17.

（
62
）
そ
の
他
、
申
請
費
用
の
免
除
や
、
施
行
規
則
に
お
け
る
移
行
期
間
の
延
長
等
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。O

ffice of th
e C

itizen
sh

ip an
d Im

m
igration

 S
ervices O

m
bu

dm
an

, Im
provin

g 

th
e P

rocess for V
ictim

s of H
u

m
an

 T
raffickin

g an
d C

ertain
 C

rim
in

al A
ctivity: T

h
e T

 an
d U

 visa, Jan
u

ary 29, 2009. p.11-24.

（
63
）「「
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
に
関
す
る
法
律
」
及
び
「
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針
」
に
係
る
在
留
審
査
及
び
強
制
退
去
手

続
き
に
関
す
る
措
置
に
つ
い
て
」（
通
達
）
法
務
省
管
総
二
三
二
三
号
、
二
〇
〇
八
年
七
月
一
〇
日
。




